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近
代
日
本
研
究
第
三
十
六
巻
（
二
〇
一
九
年
度
）

特
集

近
代
日
本
と
留
学

神
戸
寅
次
郎
の
ド
イ
ツ
留
学
と
法
学
通
論
講
義

加

藤

学

陽

一

は
じ
め
に

近
代
日
本
に
お
け
る
学
術
の
近
代
化＝

西
欧
化
の
担
い
手
と
な
っ
た
の
は
、
海
外
の
学
術
に
直
接
触
れ
る
こ
と
の
で
き
た
留
学

生
た
ち
で
あ
る
。
明
治
三
二
（
一
八
九
九
）
年
、
慶
應
義
塾
は
第
一
回
海
外
留
学
生
を
欧
米
各
国
に
派
遣
す
る
が
、
こ
れ
は
私
学

に
お
け
る
留
学
生
派
遣
の
嚆
矢
で
あ
っ
た
。
神
戸
寅
次
郎
は
そ
の
第
一
回
留
学
生
に
選
ば
れ
た
法
学
者
で
あ
る
。
神
戸
は
慶
應
義

塾
大
学
部
法
律
科
の
第
一
期
生
と
し
て
卒
業
し
、
留
学
後
は
長
き
に
わ
た
り
義
塾
の
教
壇
に
立
ち
、
ま
た
初
代
法
学
部
長
を
務
め

義
塾
の
運
営
に
も
尽
力
し
、
ま
さ
に
法
律
科
の
「
育
て
（
1
）

の
親
」
と
評
さ
れ
る
。

一
方
、
民
法
学
者
と
し
て
の
神
戸
の
学
説
は
ド
イ
ツ
法
学
に
基
づ
く
精
緻
な
理
論
を
展
開
し
、
そ
の
業
績
は
民
法
お
よ
び
商
法
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の
特
殊
問
題
に
限
定
さ
れ
、
教
科
書
に
類
す
る
論
著
は
一
冊
も
残
さ
な
か
っ
た
が
、『
慶
應
義
塾
学
報
』
に
留
学
先
の
研
究
分
野

と
し
て
報
じ
ら
れ
た
「
法
律
概
論
」
を
鑑
み
、
彼
が
行
っ
た
「
法
学
通
論
」
の
講
義
を
繙
く
こ
と
は
、
法
学
に
対
す
る
考
え
方
が

精
緻
を
究
め
難
解
と
さ
れ
る
神
戸
理
論
の
根
幹
を
探
究
す
る
素
材
と
な
り
得
よ
う
。
ま
た
こ
の
こ
と
は
、
近
代
日
本
に
お
け
る
ド

イ
ツ
法
学
の
摂
取
の
諸
相
を
検
討
す
る
上
で
、
ま
た
と
な
い
貴
重
な
資
料
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
神
戸
寅
次
郎
の
ド
イ
ツ
留
学
に
つ
い
て
概
観
し
、
慶
應
義
塾
に
お
い
て
「
法
学
通
論
」
講
義
が
導
入
さ
れ
た
背
景

を
明
確
に
し
、
神
戸
が
担
当
し
た
当
該
講
義
に
つ
い
て
そ
の
特
徴
を
考
察
す
る
。
そ
し
て
、
神
戸
の
「
法
学
通
論
」
に
着
目
し
、

日
本
近
代
法
史
に
お
け
る
西
洋
法
学
継
受
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

二

神
戸
寅
次
郎
の
ド
イ
ツ
留
学
と
慶
應
義
塾
に
お
け
る
「
法
学
通
論
」
の
導
入

（
1
）
慶
應
義
塾
に
よ
る
海
外
留
学
生
の
派
遣

①
慶
應
義
塾
派
遣
留
学
生
と
し
て
選
出

ま
ず
、
神
戸
寅
次
郎
の
留
学
ま
で
の
足
跡
を
追
っ
て
お
こ
う
。
神
戸
は
元
治
元
（
一
八
六
四
）
年
一
二
月
二
七
日
、
静
岡
県
庵

原
郡
松
野
村
に
神
戸
重
次
郎
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
る
。
静
岡
県
松
野
小
学
校
、
県
立
静
岡
中
学
校
、
私
立
静
岡
英
学
校
へ
と
進

学
し
た
後
、
慶
應
義
塾
に
明
治
二
〇
（
一
八
八
七
）
年
に
入
学
（
2
）

す
る
。
同
二
二
年
正
科
卒
業
後
、
同
二
三
年
よ
り
、
そ
の
前
年
に

招
聘
し
た
ウ
ィ
グ
モ
ア
（John

H
enry

W
igm
ore,1863

―1943

）
を
主
任
教
授
と
し
て
開
設
さ
れ
た
慶
應
義
塾
大
学
部
法
（
3
）

律
科
へ

と
進
む
。
同
二
五
年
法
律
科
の
第
一
期
生
と
し
て
卒
業
す
る
ま
で
、
ウ
ィ
グ
モ
ア
か
ら
は
英
米
法
を
中
心
と
し
た
講
義
を
受
講
し

た
が
、
そ
れ
に
留
ま
（
4
）

ら
ず
、
江
戸
時
代
の
古
文
書
を
収
集
お
よ
び
調
査
し
、
前
近
代
の
日
本
法
、
訴
訟
制
度
、
法
慣
習
な
ど
の
英
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訳
を
進
め
て
い
た
ウ
ィ
グ
モ
ア
の
（
5
）

研
究
に
も
協
力
し
た
。
そ
の
後
、
法
律
科
の
世
話
係
と
し
て
学
校
に
残
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
、

在
学
中
よ
り
続
け
て
い
た
普
通
部
の
学
科
の
一
部
を
受
け
持
ち
つ
つ
、
教
務
そ
の
他
、
法
律
科
に
関
す
る
仕
事
も
任
せ
ら
れ
る
こ

と
と
な
（
6
）

っ
た
。
同
三
一
年
九
月
に
は
文
学
科
で
は
川
合
貞
一
、
理
財
科
で
は
気
賀
勘
重
と
同
様
、
神
戸
は
法
律
科
の
教
務
主
任
を

嘱
託
さ
れ
、
主
に
教
頭
の
下
で
「
学
科
課
程
及
授
業
に
関
す
る
」
仕
事
に
就
（
7
）

い
た
。

こ
の
間
、
神
戸
を
悩
ま
せ
た
の
は
、
主
と
し
て
専
任
教
員
の
依
頼
で
あ
っ
た
。
ウ
ィ
グ
モ
ア
の
契
約
満
期
の
た
め
、
後
任
と
な

る
人
物
が
必
要
と
な
り
、
当
時
の
旧
民
法
典
の
公
布
と
い
っ
た
立
法
状
況
を
踏
ま
え
、
日
本
法
の
講
義
が
可
能
な
日
本
人
の
主
任

教
授
を
求
め
て
知
名
の
学
者
に
依
頼
す
る
の
だ
が
、
自
分
自
身
の
本
職
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
、「
傍
ら
仕
事
」
で
あ
れ
ば
引
き
受

け
る
と
い
う
返
事
が
ほ
と
ん
ど
で
、
主
任
も
し
く
は
専
任
教
授
と
し
て
慶
應
義
塾
の
教
育
に
従
事
す
る
と
い
う
こ
と
を
快
諾
す
る

人
物
は
皆
無
で
あ
っ
た
。
い
か
な
る
方
法
に
よ
っ
て
も
専
任
教
授
を
得
る
見
込
み
は
立
た
な
い
た
め
、
方
針
を
変
え
、
神
戸
は

「
自
給
自
足
主
義
を
採
つ
て
、
海
外
留
学
制
度
を
設
け
学
校
自
ら
教
授
を
養
成
す
る
の
外
は
（
8
）

な
い
」
と
の
考
え
を
持
つ
よ
う
に

な
っ
た
と
（
9
）

い
う
。

留
学
生
を
派
遣
し
て
専
任
教
員
を
配
置
す
る
こ
と
は
、
教
員
の
み
な
ら
ず
塾
生
た
ち
も
求
め
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
明
治
三

一
年
一
一
月
二
六
日
、
学
生
自
治
規
約
に
基
づ
く
委
員
会
が
開
催
さ
れ
、
そ
の
議
題
の
一
つ
と
し
て
「
大
学
部
講
師
に
関
す
る
建

議
案
」
が
慶
應
義
塾
の
塾
生
板
倉
卓
造
他
二
〇
名
よ
り
提
議
さ
（
10
）

れ
る
。
そ
の
内
の
一
人
で
自
治
制
委
員
の
特
務
委
員
で
も
あ
っ
た

油
井
幸
助
は
「
我
塾
は
昨
春
を
以
て
学
制
の
改
革
を
天
下
に
発
表
し
た
り
、
然
る
に
事
実
は
大
に
之
れ
に
反
す
る
も
の
あ
り
、
元

来
我
塾
大
学
部
に
於
て
は
、
専
門
の
講
師
に
乏
し
く
、
是
我
等
遺
憾
た
り
し
と
こ
ろ
、
改
革
後
依
然
昔
日
の
遺
憾
あ
り
、
我
等
は

不
満
に
黙
す
る
能
は
す
、
蘊
奥
な
る
学
理
を
攻
究
す
る
に
は
、
専
門
の
講
師
に
拠
ら
さ
る
へ
か
（
11
）

ら
す
」
と
議
案
提
出
の
理
由
を
述

べ
る
。
後
述
す
る
通
り
、
慶
應
義
塾
は
同
三
一
年
に
大
学
部
中
心
の
体
制
へ
と
学
制
を
改
め
る
が
、
高
等
教
育
機
関
と
し
て
形
式
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の
み
な
ら
ず
、
実
を
備
え
る
た
め
に
専
任
の
講
師
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
明
治
三
二
年
二
月
一
一
日
、
議
事
倶
楽
部
主
催
で
擬
国
会
が
再
開
さ
れ
る
。
当
時
の
議
員
法
に
則
り
教
員
、
塾
員
、

塾
生
か
ら
役
員
を
選
出
し
た
よ
う
で
、
議
長
は
塾
長
の
鎌
田
栄
吉
を
は
じ
め
と
し
、
神
戸
寅
次
郎
も
副
議
長
と
し
て
参
加
（
12
）

し
た
。

そ
し
て
、「
土
地
国
有
法
案
」
や
「
地
租
条
例
中
改
正
法
律
案
」
の
議
題
に
加
え
て
、「
海
外
留
学
生
派
遣
費
と
し
て
金
八
千
円
を

支
出
す
る
の
件
」
が
塾
生
八
名
（
油
井
幸
助
、
横
山
六
輔
、
板
倉
卓
造
、
堀
切
善
兵
衛
、
金
沢
冬
三
郎
、
長
谷
川
寅
八
、
仙
田
大

一
、
和
田
寛
治
）
よ
り
提
議
さ
れ
る
が
、
こ
れ
が
満
場
一
致
で
通
過
す
る
の
で
（
13
）

あ
る
。
取
調
委
員
の
塾
員
福
沢
桃
介
は
「
此
の
議

案
は
議
事
倶
楽
部
会
場
の
一
片
の
可
決
に
甘
ん
ぜ
ず
」
早
急
に
実
行
に
移
す
べ
き
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
調
査
委
員
が
設
置
さ

れ
、
会
議
な
ど
が
開
か
れ
る
が
、
塾
当
局
者
は
こ
の
動
き
を
注
視
す
る
よ
う
に
な
っ
て
（
14
）

い
た
。

こ
れ
ら
の
気
運
の
高
ま
り
に
よ
っ
て
、
明
治
三
二
年
七
月
四
日
開
催
の
第
五
期
第
八
回
評
議
員
会
に
お
い
て
、
遂
に
慶
應
義
塾

は
本
格
的
に
教
員
養
成
を
目
的
と
し
た
海
外
留
学
生
派
遣
を
決
定
す
る
。
同
期
第
九
回
評
議
員
会
に
お
い
て
派
遣
す
る
五
人
の
留

学
生
が
決
定
し
、
そ
の
う
ち
の
一
人
と
し
て
神
戸
も
選
ば
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。『
慶
應
義
塾
学
報
』
で
は
留
学
生
派
遣
の
意
義

を
以
下
の
通
り
に
伝
え
る
。

慶
應
義
塾
は
私
立
大
学
と
し
て
益
々
其
教
育
機
能
を
完
備
せ
ん
が
為
め
新
に
五
名
の
卒
業
生
を
米
、
独
二
国
に
留
学
せ
し

む
る
こ
と
ヽ
な
れ
り
、
学
術
を
し
て
一
に
官
立
大
学
の
専
売
に
属
せ
し
む
る
の
不
都
合
は
今
更
言
ふ
を
須
ひ
ず
、
慶
應
義
塾

特
派
の
留
学
生
諸
氏
よ
冀
く
ば
最
も
新
鮮
な
る
欧
米
学
術
界
の
空
気
を
呼
吸
し
来
り
て
他
日
、
我
が
日
本
の
学
術
界
を
し
て

一
段
の
活
気
を
呈
せ
し
め
ん
こ
（
15
）

と
を
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そ
の
目
的
は
、
海
外
の
学
術
の
積
極
的
な
摂
取
は
こ
れ
ま
で
主
に
帝
国
大
学
か
ら
文
部
省
留
学
生
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
人
物
た

ち
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
（
16
）

る
が
、
学
術
を
官
立
大
学
の
「
専
売
」
と
さ
せ
な
い
よ
う
に
、「
私
立
大
学
」
と
し
て
対
抗

す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

第
一
回
の
留
学
生
は
法
律
学
専
門
の
神
戸
寅
次
郎
が
ド
イ
ツ
へ
、
経
済
学
専
攻
の
堀
江
帰
一
が
ア
メ
リ
カ
、
名
取
和
作
が
ア
メ

リ
カ
、
気
賀
勘
重
が
ド
イ
ツ
へ
、
文
学
専
攻
の
川
合
貞
一
が
ド
イ
ツ
へ
送
ら
れ
、
遅
れ
て
法
律
学
と
り
わ
け
商
法
の
研
究
の
た
め

に
青
木
徹
二
が
ド
イ
ツ
へ
と
派
遣
さ
れ
る
こ
と
と

（
17
）

な
っ
た
。
第
一
回
留
学
生
の
中
で
は
神
戸
が
三
四
歳
で
最
年
長
で
あ
り
、
次
い

で
川
合
貞
一
の
二
九
歳
、
名
取
和
作
二
七
歳
、
気
賀
勘
重
二
六
歳
、
青
木
徹
二
の
二
五
歳
と
続
き
、
最
年
少
は
堀
江
帰
一
の
二
三

歳
で
あ
（
18
）

っ
た
。

留
学
生
の
派
遣
に
際
し
て
は
、
明
治
三
二
年
八
月
三
日
、
義
塾
の
学
事
改
良
な
ど
を
支
援
す
る
た
め
に
塾
員
が
発
起
し
た
三
田

篤
学
会
に
よ
る
留
学
生
の
送
別
会
も
開
催
さ
れ
た
。
留
学
生
の
一
人
堀
江
帰
一
は
「
刻
下
の
情
勢
は
大
に
私
立
大
学
を
拡
張
す
る

の
必
要
あ
る
事
を
縷
述
し
、
次
ぎ
に
留
学
生
と
し
て
赴
く
の
覚
悟
を
述
べ
、
竟
に
帰
朝
後
は
満
腔
の
力
を
以
て
、
義
塾
の
智
識
に

貢
献
（
19
）

す
る
」
旨
を
述
べ
た
。
同
会
に
出
席
し
た
神
戸
も
同
志
と
と
も
に
、
留
学
生
と
し
て
赴
く
士
気
を
高
め
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
福
沢
諭
吉
は
留
学
生
た
ち
を
別
邸
に
招
き
、
百
円
の
餞
別
を
渡
す
と
と
も
に
、
次
の
よ
う
に
留
学
の
心
得
を
説
い

た
。

諸
子
の
中
に
は
自
か
ら
富
家
の
子
も
あ
り
又
貧
人
も
あ
ら
ん
な
れ
ど
も
義
塾
よ
り
派
遣
せ
ら
れ
て
外
国
に
留
学
す
る
の
身

と
為
り
し
上
は
一
個
の
学
生
に
し
て
学
問
修
業
に
必
要
な
る
費
用
の
外
固
よ
り
余
裕
あ
る
可
き
に
非
ず
今
の
世
間
の
風
習
を

聞
く
に
海
外
遊
学
な
ど
云
へ
ば
出
立
前
に
は
送
別
会
離
別
会
等
、
殆
ん
ど
虚
日
な
く
然
か
も
其
宴
会
は
例
の
豪
遊
狂
乱
、
学
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生
の
身
に
あ
る
ま
じ
き
挙
動
を
演
じ
之
が
為
め
に
無
益
の
金
を
費
す
こ
と
多
し
義
塾
の
学
生
に
は
断
じ
て
警
し
む
可
き
所
に

し
て
送
別
会
と
あ
れ
ば
今
夕
の
如
き
晩
餐
に
て
差
支
え
な
し
諸
氏
は
呉
れ
�
�
も
斯
る
挙
動
を
謹
し
み
此
金
は
衣
服
も
し
く

は
旅
行
用
の
品
物
を
調
ふ
る
な
り
又
は
渡
外
の
上
書
籍
そ
の
他
の
必
要
品
を
買
入
る
ヽ
な
り
一
銭
も
濫
費
せ
ず
し
て
留
学
費

の
一
部
に
充
つ
る
や
う
に
致
し
（
20
）

た
し

当
時
の
慶
應
義
塾
の
財
政
上
、
費
用
の
支
出
が
困
難
な
中
で
の
留
学
生
派
遣
の
決
定
で
あ
っ
た
こ
と
も
（
21
）

あ
り
、
福
沢
は
特
に
金

銭
の
浪
費
に
つ
い
て
念
を
押
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
「
大
に
金
を
投
じ
て
有
形
無
形
、
高
尚
な
る
学
理
を
研
究
さ
せ
る

や
う
に
す
（
22
）

る
事
」
を
望
ん
で
い
た
福
沢
の
期
待
が
餞
別
に
は
込
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
（
23
）

ろ
う
。

②
神
戸
の
留
学
の
目
的

ウ
ィ
グ
モ
ア
か
ら
英
米
法
を
中
心
に
学
ん
だ
神
戸
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
留
学
先
と
し
て
選
ん
だ
の
は
ド
イ
ツ
で
あ
っ
た
。
神
戸

の
留
学
前
年
の
明
治
三
一
年
、
一
度
は
延
期
を
見
た
民
法
典
が
つ
い
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
（
24
）

な
る
。
こ
の
明
治
民
法
典
は
、
ド
イ

ツ
流
の
編
別
（
パ
ン
デ
ク
テ
ン
方
式
）
を
採
用
し
編
纂
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
起
草
者
の
中
で
特
に
フ
ラ
ン
ス
法
に
通
じ
て
い
た

梅
謙
次
郎
も
、
ド
イ
ツ
民
法
第
一
草
案
と
第
二
草
案
を
「
体
裁
ニ
於
テ
モ
既
シ
テ
良
ク
学
理
ヲ
貫
徹
シ
」、「
現
時
学
者
ノ
淵
叢
ヲ

以
テ
称
セ
ラ
ル
ル
独
国
ノ
民
法
タ
ル
ニ
恥
チ
ス
」
と
高
く
評
価
し
て
「
故
ニ
新
法
典
カ
尤
モ
模
範
ト
セ
シ
ハ
此
草
案
ニ
在
ル

（
25
）

ナ
リ
」
と
述
べ
て
い
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
大
い
に
ド
イ
ツ
法
の
影
響
を
も
っ
て
立
法
さ
れ
た
と
い
う
認
識
が
広
（
26
）

ま
り
、
ド
イ
ツ
を

模
し
た
法
典
の
解
釈
に
つ
い
て
も
ド
イ
ツ
法
学
の
参
照
が
な
か
ば
必
然
視
さ
れ
、
留
学
先
を
ド
イ
ツ
に
定
め
る
こ
と
が
顕
著
な
傾

向
と
な
っ
て
（
27
）

ゆ
く
。
明
治
三
〇
年
代
の
日
本
の
法
学
界
は
ま
さ
に
「
ド
イ
ツ
法
に
あ
ら
ず
ん
ば
法
に
あ
（
28
）

ら
ず
」
と
い
う
風
潮
を
示
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し
始
め
る
が
、
同
時
代
の
神
戸
も
そ
の
中
に
あ
っ
て
ド
イ
ツ
を
留
学
先
に
選
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
神
戸
は
留
学
前
の
明
治
三
一
年
五
月
と
六
月
に
「
独
逸
民
法
と
日
本
新
民
法
」
と
い
う
論
稿
を
『
慶
應
義
塾
学
報
』
に

連
載
し
、
彼
の
関
心
も
既
に
一
部
が
公
布
さ
れ
始
め
て
い
た
最
新
の
明
治
民
法
典
の
解
釈
へ
と
向
か
っ
て
い
た
。

そ
こ
で
は
ド
イ
ツ
民
法
と
明
治
民
法
と
の
関
係
を
「
新
民
法
に
於
て
は
法
条
の
規
定
は
我
国
従
来
の
習
慣
を
広
く
参
酌
し
且
現

社
会
の
需
要
如
何
を
深
く
鑑
み
傍
ら
諸
外
国
の
法
律
殊
に
独
乙
法
律
の
学
理
を
抜
萃
し
て
之
を
設
け
其
順
序
体
裁
の
如
き
も
多
く

独
乙
式
に
傚
ひ
て
第
一
総
則
、
第
二
物
権
、
第
三
債
権
、
第
四
親
族
、
第
五
相
続
、
の
五
編
と
為
し
（
29
）

た
り
」
と
語
る
。
つ
ま
り
、

明
治
民
法
を
日
本
の
慣
習
や
社
会
の
実
情
を
参
照
し
、
ド
イ
ツ
法
の
形
式
や
学
理
に
適
合
さ
せ
た
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
彼
は
爾
後
自
ら
が
展
開
す
る
こ
と
と
な
る
法
解
釈
の
方
法
を
以
下
の
如
く
述
べ
る
。

吾
人
の
最
も
注
意
を
要
す
べ
き
も
の
あ
り
即
ち
新
民
法
を
解
釈
す
る
に
当
り
て
は
務
め
て
我
か
立
法
者
の
精
神
を
探
究
せ

ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
是
な
り
盖
し
青
色
の
眼
鏡
を
以
て
外
界
を
眺
む
る
と
き
は
物
と
し
て
青
色
な
ら
ざ
る
は
無
き
か
如
く

独
乙
眼
鏡
を
用
ひ
て
新
民
法
を
観
察
す
る
と
き
は
自
か
ら
法
条
皆
独
乙
色
を
呈
す
る
や
も
斗
り
が
た
し
之
か
為
に
或
条
文
に

付
て
は
我
立
法
者
の
真
意
の
存
す
る
所
を
失
ふ
の
恐
な
し
と
云
ふ
可
（
30
）

ら
ず

前
述
し
た
通
り
、
神
戸
は
ド
イ
ツ
法
の
影
響
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
ド
イ
ツ
法
の
「
眼
鏡
を
以
て
」
日
本
民
法
を
見
る
と
、
日

本
の
立
法
者
の
「
精
神
／
真
意
」
を
見
逃
し
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
こ
こ
に
は
早
く
も
立
法
者
の
意
思
を
重
視
す

る
神
戸
法
学
の
特
徴
の
一
端
が
窺
え
（
31
）

る
が
、
ド
イ
ツ
法
と
日
本
法
で
は
当
然
立
法
さ
れ
た
状
況
は
異
な
る
こ
と
か
ら
、
十
分
な
比

較
の
方
法
を
用
い
て
、
立
法
者
の
意
思
を
明
ら
か
と
す
る
こ
と
を
な
に
よ
り
も
重
要
視
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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『
慶
應
義
塾
学
報
』
が
報
じ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
神
戸
の
留
学
先
で
の
研
究
分
野
に
つ
い
て
「
同
氏
の
研
究
課
目
は
重
も
に

独
逸
に
於
け
る
法
律
概
論
に
し
て
、
其
他
公
法
及
（
32
）

商
法
」
で
あ
り
、
当
初
の
予
定
で
は
意
外
に
も
公
法
や
商
法
を
含
み
幅
広
く
ド

イ
ツ
法
の
研
究
を
目
的
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
注
目
す
べ
き
は
「
法
律
概
論
」
が
第
一
と
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
り
、
こ
こ

に
、
帰
朝
後
に
「
法
学
通
論
」
の
講
義
が
任
さ
れ
る
こ
と
を
既
に
神
戸
が
想
定
し
て
い
た
と
考
え
る
の
は
憶
測
に
過
ぎ
る
だ
ろ
う

か
。

③
ド
イ
ツ
で
の
神
戸
寅
次
郎

明
治
三
二
年
一
〇
月
一
三
日
ド
イ
ツ
の
ハ
レ
市
に
到
着
し
た
神
戸
は
、
早
速
同
一
六
日
付
で
慶
應
義
塾
学
報
記
者
お
よ
び
三
田

篤
学
会
宛
て
に
一
通
の
書
簡
を
送
り
、
留
学
前
の
世
話
に
関
し
御
礼
を
述
べ
る
と
と
も
に
「
ハ
ル
レ
ー
市
に
於
て
先
つ
一
ヶ
年
間

計
り
研
究
致
す
考
に
候
」
と
そ
の
予
定
を
伝
（
33
）

え
た
。

神
戸
が
実
際
に
行
っ
た
学
籍
登
録
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。
一
八
九
九
／
一
九
〇
〇
年
の
冬
学
期
〜
一
九
〇
〇
／
〇
一
年
の
冬

学
期
の
一
年
間
を
ハ
レ
大
学
で
、
そ
の
後
一
九
〇
一
年
夏
学
期
を
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
、
一
九
〇
一
／
〇
二
年
冬
学
期
か
ら
一
九
〇

二
年
の
夏
学
期
を
再
び
ハ
レ
大
学
に
在
（
34
）

籍
し
、
同
大
学
に
て
学
位
論
文
「
日
本
法
に
お
け
る
合
名
会
社
」
を
執
筆
し
て
「
ド
ク
ト

ル
・
ユ
ー
（
35
）

リ
ス
」
の
学
位
も
取
得
し
た
。

神
戸
の
ド
ク
ト
ル
論
文
の
履
歴
書
欄
に
よ
れ
ば
、
ハ
レ
大
学
に
お
い
てFitting,Lastig,Loening,Stam

m
ler,Endem

ann,

Frank,Stein,H
eck,Liepm

ann,Conrad,V
aihinger

、
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
お
い
てG

ierke,K
ahl,H

übler,K
ohler,Bornhak

諸

氏
の
講
義
を
受
け
た
と
さ
（
36
）

れ
る
。
と
り
わ
け
神
戸
法
学
と
方
法
論
上
の
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
ヘ
ッ
ク
や
、
比
較
法
学
の
大

家
コ
ー
ラ
ー
と
い
っ
た
人
物
の
講
義
を
受
講
し
て
い
た
こ
と
に
は
注
目
で
き
る
が
、
本
稿
で
は
「
法
学
通
論
」
講
義
に
関
す
る
も
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の
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
い
。

そ
も
そ
も
近
代
日
本
に
お
い
て
法
学
通
論
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
ド
イ
ツ
へ
と
留
学
先
を
転
じ
た
穂
積
陳
重
に
よ
っ
て
東
京
大

学
に
導
入
さ
れ
た
法
律
学
の
入
門
講
義
で
あ
（
37
）

っ
た
。
穂
積
は
明
治
一
四
年
留
学
か
ら
帰
国
し
た
際
、「
法
律
学
の
大
体
」
を
教
え

る
た
め
、
ド
イ
ツ
で
行
わ
れ
て
い
た„Enzyklopädie

der
Rechtsw

issenschaft“

と
い
う
学
科
を
日
本
で
も
初
学
者
に
教
授
し
た

い
と
い
う
旨
を
、
東
京
大
学
総
理
の
加
藤
弘
之
に
申
し
出
た
と
こ
ろ
、「
法
学
通
論
」
と
い
う
名
称
を
提
案
さ
れ
、
そ
れ
を
採
用

し
た
と
言
わ
れ
て
（
38
）

い
る
。

こ
の
「
法
学
の
エ
ン
ツ
ィ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
」
は
、
ド
イ
ツ
で
は
、
一
八
世
紀
後
半
以
降
に
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
の
ピ
ュ
ッ
タ
ー

（Johann
Stephan

Pütter,1725
―1807

）
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
講
義
案
が
、
ド
イ
ツ
各
地
の
大
学
に
広
ま
っ
た
も
の
で
あ
り
、

一
九
世
紀
末
に
登
場
す
る
「
法
学
入
門
」„Einführung

in
die
Rechtsw

issenschaft“

に
取
っ
て
代
わ
る
ま
で
存
続
し
た
と
さ
れ

る
。
そ
の
講
義
方
法
の
登
場
の
背
景
に
は
、
一
六
世
紀
以
来
ド
イ
ツ
に
継
受
さ
れ
た
ロ
ー
マ
法
か
ら
諸
法
が
分
化
し
、
法
の
領
域

が
拡
大
し
た
こ
と
で
、
学
問
の
方
法
も
市
民
法
大
全
を
法
典
自
体
の
順
序
に
従
い
註
釈
す
る
の
で
は
な
く
、
法
典
の
順
序
か
ら
離

れ
た
体
系
的
秩
序
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
が
あ
る
と
さ
（
39
）

れ
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
を
も
つ
「
法
学
の
エ
ン
ツ
ィ
ク
ロ

ペ
デ
ィ
」
の
特
徴
は
法
学
の
全
体
を
体
系
的
に
把
握
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
目
的
は
「
そ
れ
ぞ
れ
の
法
領
域
を
区
別
し
、
分
別

さ
れ
た
も
の
を
相
互
に
関
連
づ
け
、
法
学
の
科
目
と
し
て
体
（
40
）

系
化
」
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

神
戸
が
最
初
に
留
学
先
と
し
て
定
め
、
後
に
博
士
論
文
を
提
出
し
た
ハ
レ
大
学
に
つ
い
て
は
残
念
な
が
ら
ま
だ
整
っ
て
い
な
い

よ
う
だ
が
、
転
学
先
の
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
つ
い
て
は
、
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
に
お
い
て
講
義
リ
ス
ト
が
公
開
さ
れ
、
神
戸
在
籍

時
の
一
九
〇
一
年
夏
学
期
に
開
講
さ
れ
て
い
た
科
目
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
（
41
）

き
る
。
当
該
時
期
開
講
の
科
目
の
内
、
特
に
法
学
通

論
に
関
す
る
も
の
は
、
カ
ー
ル
（W

ilhelm
K
ahl,
1849

―1932

）
の
「
法
学
入
門
」„Einführung

in
die
Rechtsw

issenschaft“
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お
よ
び
エ
ギ
デ
ィ
（Ludw

ig
K
arlA

egidi,1825

―1901

）
の
「
法
学
入
門
と
し
て
の
法
学
の
エ
ン
ツ
ィ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
」„Rechts-

encyklopädie
als
Einführung

in
die
Rechtsw

issenschaft“

が
相
当
す
る
。
神
戸
が
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
お
い
て
法
学
通
論
に
関

す
る
講
義
を
受
講
し
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
カ
ー
ル
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
（
42
）

よ
い
。
一
九
〇
一
年
夏
学
期
の
ベ
ル
リ
ン
大

学
に
お
け
る
法
学
の
入
門
科
目
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
法
学
入
門
」
と
「
エ
ン
ツ
ィ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
」
の
科
目
が
並
列
し
て
設
置
さ

れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
講
義
内
容
に
ど
の
程
度
の
違
い
が
あ
っ
た
か
は
今
の
と
こ
ろ
判
然
と
し
て
は
い
（
43
）

な
い
。

神
戸
自
身
は
ド
イ
ツ
で
行
わ
れ
て
い
た
法
学
通
論
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
神
戸
は

「
独
逸
大
学
（
44
）

概
況
」
に
お
い
て
次
の
様
に
「
独
逸
に
於
け
る
法
律
研
究
の
有
様
」
を
報
じ
る
。
ま
ず
法
律
研
究
に
お
い
て
は
二
つ

の
部
門
が
あ
り
、
第
一
に
予
備
の
研
究
、
第
二
に
主
た
る
研
究
が
あ
る
と
す
る
。
予
備
の
研
究
に
該
当
す
る
も
の
が
法
学
通
論
、

ロ
ー
マ
法
、
ド
イ
ツ
の
私
法
（
ド
イ
ツ
固
有
の
慣
習
を
集
め
た
も
の
）
で
あ
り
、
主
た
る
研
究
と
は
現
行
法
の
解
釈
で
あ
る
と
す

る
。
そ
し
て
予
備
の
研
究
に
つ
い
て
は
「
予
備
の
研
究
と
は
申
し
ま
し
た
も
の
の
、
之
に
は
非
常
に
重
き
を
措
く
の
で
す
」
と
、

現
行
法
の
解
釈
に
先
立
ち
、
そ
の
重
要
性
を
強
調
す
る
。
さ
ら
に
「
独
逸
の
現
行
法
は
畢
竟
羅
馬
法
と
独
逸
固
有
の
法
律
習
慣
か

ら
成
立
つ
て
居
ま
す
か
ら
此
二
つ
は
予
備
の
研
究
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
と
し
、
予
備
の
研
究
の
中
で
は
と
り
わ

け
現
行
法
の
法
源
た
る
ロ
ー
マ
法
と
ド
イ
ツ
私
法
の
研
究
に
重
き
を
置
き
、
そ
の
傍
ら
法
学
通
論
に
つ
い
て
は
「
そ
れ
か
ら
今
一

ツ
の
予
備
の
研
究
」
と
し
て
取
り
上
げ
、「
是
は
現
行
法
の
概
略
を
知
ら
ふ
と
云
ふ
の
が
目
的
な
ん
で
す
か
ら
、
深
い
こ
と
も
面

倒
な
こ
と
も
な
い
。
唯
法
律
を
や
る
に
就
て
は
最
初
に
大
体
の
観
念
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
の
が
趣
意
で
あ
る
」
と
し
て
お

り
、
法
を
学
ぶ
た
め
の
入
口
と
し
て
、
法
学
の
観
念
を
知
ら
し
め
る
も
の
と
し
て
い
る
。

学
位
取
得
後
の
神
戸
は
、
イ
タ
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
等
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
を
歴
（
45
）

遊
し
、
ア
メ
リ
カ
経
由
で
帰
朝
し
た
。
ア
メ
リ
カ

で
は
シ
カ
ゴ
の
ノ
ー
ス
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
へ
立
ち
寄
り
、
恩
師
ウ
ィ
グ
モ
ア
の
も
と
を
安
否
を
問
わ
ん
と
訪
ね
た

110



が
、
そ
こ
で
は
ど
の
よ
う
な
言
葉
が
交
わ
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
神
戸
は
わ
ず
か
に
「
久
方
振
り
に
て
其
の
温
容
に
接
し
て
非

常
に
愉
快
で
あ
（
46
）

つ
た
」
と
回
想
す
る
に
と
ど
め
る
。

そ
の
後
、
シ
ア
ト
ル
発
の
日
本
郵
船
会
社
汽
船
信
濃
丸
に
乗
船
し
、
明
治
三
五
年
一
二
月
六
日
横
浜
へ
と
帰
着
（
47
）

し
た
。

（
2
）
慶
應
義
塾
に
お
け
る
「
法
学
通
論
」
講
義
の
導
入

①
明
治
三
〇
年
代
の
慶
應
義
塾
の
学
制

留
学
か
ら
帰
国
し
た
神
戸
寅
次
郎
に
よ
る
「
法
学
通
論
」
は
明
治
三
六
年
か
ら
設
置
さ
れ
た
が
、
そ
こ
に
至
る
背
景
と
し
て
、

同
三
〇
年
代
の
慶
應
義
塾
大
学
部
の
学
制
、
学
科
課
程
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

専
門
学
を
教
授
す
る
部
門
と
し
て
明
治
二
三
年
よ
り
発
足
し
た
大
学
部
は
中
学
課
程
に
相
当
す
る
普
通
部
（
普
通
科
、
高
等

科
）
と
は
連
続
し
て
お
ら
ず
、
学
科
課
程
の
重
複
や
縦
の
連
絡
が
制
度
上
明
確
で
な
く
、
各
部
門
間
の
連
携
が
十
分
と
は
い
え
な

い
状
況
に
あ
っ
た
。
当
時
に
お
い
て
は
、
大
学
部
を
卒
業
し
な
く
と
も
高
等
科
を
卒
業
す
れ
ば
「
慶
應
義
塾
卒
業
生
」
と
し
て
認

め
ら
れ
て
い
た
た
め
、
大
学
部
へ
と
進
学
す
る
も
の
は
少
な
く
、
従
っ
て
大
学
部
の
卒
業
生
の
数
も
少
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
学

制
が
改
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
同
三
一
年
五
月
に
は
幼
稚
舎
、
普
通
学
科
、
大
（
48
）

学
科
を
通
し
た
い
わ
ゆ
る
一
貫
教
育
の
制
度

と
、
大
学
科
卒
業
に
よ
っ
て
慶
應
義
塾
を
卒
業
し
た
と
す
る
大
学
課
程
中
心
の
体
制
が
確
立
す
る
に
至
（
49
）

っ
た
。
大
学
科
に
つ
い
て

詳
し
く
み
れ
ば
、
文
学
部
、
理
財
学
部
、
法
律
学
部
、
政
治
学
部
の
四
つ
の
部
門
が
設
置
さ
れ
（
同
三
二
年
、
大
学
科
の
大
学
部

へ
の
改
称
に
伴
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
部
を
学
科
と
す
る
）、
第
一
学
年
と
第
二
学
年
は
各
部
共
通
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
、
第
三
学

年
か
ら
第
五
学
年
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
科
目
が
設
置
さ
（
50
）

れ
た
。

翌
三
二
年
、
欧
米
教
育
制
度
視
察
よ
り
帰
国
し
た
慶
應
義
塾
教
頭
の
門
野
幾
之
進
に
よ
る
学
制
改
革
、
い
わ
ゆ
る
「
門
野
プ
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（
51
）

ラ
ン
」
に
よ
っ
て
、
文
学
、
理
財
、
法
律
、
政
治
の
四
つ
の
学
科
を
廃
止
、
統
合
し
単
一
の
「
大
学
部
」
と
し
て
、
必
修
科
と
選

択
科
を
設
置
す
る
大
学
課
程
に
改
め
ら
れ
た
。
と
り
わ
け
門
野
が
重
視
し
た
の
は
、
学
生
に
よ
る
科
目
選
択
制
度
の
実
施
で
あ

り
、
そ
れ
ま
で
の
決
め
ら
れ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
受
動
的
に
履
修
す
る
と
い
う
制
度
の
見
直
し
で
あ
っ
た
。
門
野
は
欧
米
視
察
の

成
果
を
踏
ま
え
た
学
制
改
正
に
関
す
る
演
説
を
行
い
、
そ
こ
で
は
ア
メ
リ
カ
の
学
制
に
つ
い
て
「
亜
米
利
加
の
カ
レ
ー
ジ
に
は
以

前
、
日
本
の
今
の
帝
国
大
学
や
何
か
で
行
つ
て
居
る
よ
う
な
具
合
に
チ
ヤ
ン
と
課
程
を
極
め
て
さ
う
し
て
其
課
程
を
学
生
が
履
ん

で
往
く
と
云
ふ
こ
と
が
一
般
で
あ
つ
た
、
其
亜
米
利
加
で
も
今
日
で
は
段
々
欧
羅
巴
風
、
独
逸
制
を
用
ひ
て
来
て
学
生
の
選
み
に

委
せ
る
と
云
ふ
」
と
紹
介
す
る
。
こ
こ
で
彼
が
「
独
逸
制
」
と
呼
ぶ
通
り
、
科
目
選
択
を
学
生
の
自
由
と
す
る
点
に
お
い
て
は
ド

イ
ツ
の
制
度
が
モ
デ
ル
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
学
制
改
革
の
趣
意
を
「
大
学
部
を
出
た
上
は
自
由
の
独
立
の
人
間
に
な
る
ん
で
あ

り
ま
す
か
ら
、
幾
ら
か
独
立
な
働
き
、
自
由
の
意
志
と
い
ふ
も
の
を
働
か
し
て
宜
し
い
筈
と
思
ふ
、
無
理
に
何
時
ま
で
も
子
供
の

や
う
に
強
ゐ
る
と
云
こ
と
は
、
適
当
な
教
育
法
で
は
あ
る
ま
い
と
（
52
）

思
ふ
」
と
学
生
の
学
び
に
自
由
を
認
め
、
独
立
の
人
間
を
養
成

す
る
点
を
強
調
し
た
。
選
択
科
設
置
の
趣
意
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
が
、
分
科
制
を
廃
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
、
教
員
数
、

学
生
数
と
も
に
各
部
ご
と
に
選
択
科
目
を
設
置
で
き
る
程
度
の
規
模
に
至
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
へ
の
苦
肉
の
策
で
あ
っ
た
と
も

考
え
ら
（
53
）

れ
る
。
と
は
い
え
、
分
科
制
廃
止
の
試
み
は
十
分
に
根
付
く
こ
と
な
く
、
科
別
を
有
し
な
い
卒
業
生
は
結
局
一
人
も
出
る

こ
と
の
な
い
ま
ま
同
三
四
年
に
は
再
び
分
科
制
が
採
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

次
に
重
要
な
学
課
改
正
は
明
治
三
七
年
五
月
よ
り
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
と
し
て
『
慶
應
義
塾
学
報
』
で
は
改

正
の
理
由
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

義
塾
大
学
に
て
は
、
去
る
明
治
廿
三
年
創
立
以
来
数
百
名
の
卒
業
生
を
出
し
た
る
が
、
是
等
の
卒
業
生
が
在
学
中
に
学
修
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せ
し
所
と
、
之
が
社
会
実
務
上
の
活
用
と
の
関
係
に
就
て
経
験
し
、
且
つ
研
究
し
た
る
結
果
と
し
て
文
学
、
法
律
、
理
財
、

政
治
の
各
学
科
に
改
正
を
加
ふ
る
の
必
要
を
認
め
た
る
の
み
な
ら
ず
、
先
年
来
英
米
仏
独
の
諸
国
に
派
遣
し
た
る
留
学
教
師

を
も
追
々
帰
朝
し
て
教
授
す
る
こ
と
ゝ
と
な
り
た
れ
ば
愈
々
改
正
を
実
行
し
て
、
各
科
の
特
色
を
明
に
し
た
る
も
の
（
54
）

な
り

こ
こ
で
は
、
大
学
部
卒
業
生
が
社
会
に
出
て
実
務
に
携
わ
る
う
ち
に
、
大
学
で
学
ぶ
こ
と
と
実
務
で
の
活
用
の
関
係
が
、
明
ら

か
に
な
っ
て
き
た
こ
と
に
加
え
、
前
述
の
義
塾
派
遣
留
学
生
が
次
第
に
帰
国
し
て
、
義
塾
専
任
の
教
員
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
た
た
め
、
各
学
科
の
専
門
性
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
改
正
の
必
要
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

如
上
の
大
学
部
に
お
け
る
専
門
性
の
向
上
と
い
う
義
塾
内
部
の
事
情
に
加
え
て
、
外
部
的
な
背
景
と
し
て
明
治
三
六
年
三
月
二

七
日
の
専
門
学
校
令
（
勅
令
第
六
（
55
）

一
号
）
へ
の
対
応
と
い
う
点
も
考
え
な
く
て
は
な
ら
（
56
）

な
い
。
専
門
学
校
令
発
布
以
降
大
学
の
名

称
を
持
つ
私
立
学
校
は
、
専
門
学
校
と
し
て
の
位
置
付
け
を
獲
得
し
て
ゆ
く
こ
と
に
（
57
）

な
り
、
こ
れ
ま
で
法
令
上
の
位
置
付
け
が
不

明
瞭
で
あ
っ
た
慶
應
義
塾
大
学
部
が
認
可
を
受
け
る
運
び
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
同
三
六
年
度
の
学
事
報
告
に
は
「
大
学
部
学
科

課
程
は
前
年
度
と
異
同
な
く
但
学
年
級
五
ヶ
年
を
本
科
三
年
予
科
二
年
と
（
58
）

改
む
」
と
あ
り
、「
大
学
部
第
一
学
年
、
第
二
学
年
」

と
さ
れ
て
い
た
も
の
に
「
大
学
部
予
科
」
の
名
称
が
付
さ
れ
る
。
専
門
学
校
令
第
七
条
に
「
専
門
学
科
ニ
於
テ
ハ
予
科
、
研
究
科

及
別
科
ヲ
置
ク
コ
ト
ヲ
得
」
と
あ
り
、「
予
科
」
の
名
称
を
付
し
た
こ
と
は
、
こ
の
専
門
学
校
令
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
同
年
四
月
に
は
、『
慶
應
義
塾
学
報
』
の
号
外
と
し
て
『
慶
應
義
塾
便
覧
』
が
発
行
さ
れ
る
が
、
そ

の
附
録
に
は
「
慶
應
義
塾
大
学
及
大
学
予
科
学
課
表
」
も
付
さ
れ
て
（
59
）

い
る
。
専
門
学
校
令
第
八
条
に
は
「
公
立
又
ハ
私
立
ノ
専
門

学
校
ノ
修
業
年
限
、
学
科
、
学
科
目
及
其
ノ
程
度
並
予
科
、
研
究
科
及
別
科
ニ
関
ス
ル
規
程
ハ
公
立
学
校
ニ
在
リ
テ
ハ
管
理
者
、

私
立
学
校
ニ
在
リ
テ
ハ
設
立
者
文
部
大
臣
ノ
認
可
ヲ
経
テ
之
ヲ
定
ム
」
と
の
規
定
が
あ
り
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
専
門
学
校
令
上
の
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認
可
を
受
け
る
べ
く
学
課
表
を
公
表
し
、
実
施
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

慶
應
義
塾
大
学
部
が
文
部
大
臣
久
保
田
譲
よ
り
専
門
学
校
の
認
可
を
受
け
る
の
は
明
治
三
七
年
一
月
九
日
付
で
あ
り
、
官
報
で

は
文
部
省
告
示
第
六
号
と
し
て
「
東
京
府
東
京
市
ニ
設
置
セ
ル
私
立
慶
應
義
塾
大
学
部
ハ
明
治
三
十
七
年
四
月
一
日
ヨ
リ
専
門
学

校
令
ニ
依
ル
ノ
件
認
可
（
60
）

セ
リ
」
と
報
じ
ら
れ
た
。

②
慶
應
義
塾
に
お
け
る
「
法
学
通
論
」
の
導
入

海
外
留
学
生
の
派
遣
、
帰
国
や
専
門
学
校
令
へ
の
認
可
を
経
て
、
慶
應
義
塾
大
学
部
が
私
立
大
学
と
し
て
の
体
制
を
整
え
て
ゆ

く
時
期
に
お
い
て
、
神
戸
の
「
法
学
通
論
」
は
大
学
部
予
科
課
程
に
設
置
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
決
し
て
法
律
、
法
学
を
専
門
と
す

る
も
の
の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
学
科
の
学
生
に
必
須
と
さ
れ
る
「
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
と
し
て
の
法
学
（
61
）

教
育
」
と
し
て
実
践
さ

れ
た
法
律
学
の
入
門
講
義
で
あ
（
62
）

っ
た
。
表
1
は
大
学
部
中
心
の
体
制
に
改
め
ら
れ
た
明
治
三
一
年
度
よ
り
、
大
学
令
に
依
っ
て
大

学
部
が
実
質
的
に
廃
止
と
な
る
大
正
一
〇
年
度
に
至
る
ま
で
の
大
学
部
予
科
相
当
に
設
置
さ
れ
た
法
律
学
の
入
門
講
義
の
変
遷
を

示
し
た
。
本
稿
で
は
神
戸
の
「
法
学
通
論
」
が
導
入
さ
れ
、
同
講
義
が
継
続
し
た
同
四
〇
年
に
至
る
ま
で
を
詳
し
く
見
て
み
よ

う
。ま

ず
明
治
三
一
年
度
に
つ
い
て
は
、
規
則
上
大
学
科
の
第
二
学
年
に
「
法
律
学
」
が
週
六
時
間
設
置
さ
れ
、
そ
の
教
科
書
と
し

て
「
テ
リ
ー

法
律
（
63
）

原
論
」（
原
著
はH

enry
T.Terry,The

firstprinciples
oflaw

,1878

）
が
指
定
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ

の
テ
キ
ス
ト
の
序
文
（preface

）
に
は
「
こ
れ
は
主
と
し
て
法
律
の
勉
強
を
始
め
る
著
者
の
門
下
生
の
使
用
の
た
め
に
書
か
れ
た

も
の
で
あ
る
。
一
方
、
他
の
法
学
徒
お
よ
び
法
律
家
を
目
指
さ
な
い
が
法
学
の
性
質
や
方
法
の
概
要
に
つ
い
て
知
識
を
得
た
い
と

望
む
読
者
に
も
有
用
と
な
る
だ
（
64
）

ろ
う
」
と
あ
る
通
り
、
当
時
東
京
大
学
に
お
い
て
「
英
吉
利
（
65
）

法
律
」
を
講
じ
て
い
た
テ
（
66
）

リ
ー
が
日
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表 1：慶應義塾大学部予科課程における法律学科目
出典
「慶應義塾改正規則摘要」
（『慶應義塾学報』第2号、明治31年4月12日）
『慶應義塾規則総覧』（明治 32年）
「動静」
（『慶應義塾学報』第32号、明治33年10月10日）
「明治三十三年度学事報告概要」
（『慶應義塾学報』第45号、明治34年10月10日）
「明治三十四年度慶應義塾学事及会計報告」
（『慶應義塾学報』第60号、明治36年1月15日）

「明治丗五年度慶應義塾学事報告」
（『慶應義塾学報』第 67号、明治 36年 7月 15日）

「明治三十六年度慶應義塾学事報告」
（『慶應義塾学報』第 78号、明治 37年 6月 15日）

「明治三十七年度慶應義塾学事報告」
（『慶應義塾学報』第 91号、明治 38年 6月 15日）

「明治三十八年度慶應義塾学事報告」
（『慶應義塾学報』第 104号、明治 39年 6月 15日）

「明治三十九年慶應義塾学事報告」
（『慶應義塾学報』第 118号、明治 40年 6月 15日）

「明治四十年慶應義塾学事報告」
（『慶應義塾学報』第 131号、明治 41年 6月 15日）

「明治四十一年度慶應義塾学事報告」
（『慶應義塾学報』第 143号、明治 42年 6月 15日）
「明治四十二年度慶應義塾学事報告」
（『慶應義塾学報』第 155号、明治 43年 6月 15日）
「明治四十三年度慶應義塾学事報告」
（『慶應義塾学報』第 167号、明治 44年 6月 15日）
「明治四十四年度慶應義塾学事報告」
（『慶應義塾学報』第 179号、明治 45年 6月 15日）
「明治四十五年度大正元年度慶應義塾学事及会計報告」
（『慶應義塾学報』第 192号、大正 2年 7月 12日）
「大正二年度慶應義塾学事及会計報告」
（『慶應義塾学報』第 204号、大正 3年 7月 15日）

「大正三年度慶應義塾学事及会計報告」
（『三田評論』第 217号、大正 4年 8月号）

「大正四年度慶應義塾学事及会計報告」
（『三田評論』第 229号、大正 5年 8月号）

「大正五年度慶應義塾学事及会計報告」
（『三田評論』第 241号、大正 6年 8月号）
「大正六年度慶應義塾学事及会計報告」
（『三田評論』第 252号、大正 7年 7月号）

「大正七年度慶應義塾学事及会計報告」
（『三田評論』第 264号、大正 8年 7月号）
「大正八年度慶應義塾学事及会計報告」
（『三田評論』第 276号、大正 9年 7月号）

「大正九年度慶應義塾学事及会計報告」
（『三田評論』第 288号、大正 10年 7月号）

「大正十年度慶應義塾学事及会計報告」
（『三田評論』第 300号、大正 11年 7月号）

※本表の典拠は『慶應義塾学報』の『動静』および「学事報告」欄だが、明治 31、32年度については、記載がないため
「規則」に基づき作成した。
※大学部予科課程において法律学以外の兼任した科目も併記した。
※明治 37年度の青木徹二の称号は資料上「慶應義塾理財学士」とされているが、訂正した。

担当者

阿部文一郎
中島多嘉吉
不破保

松寺竹雄

不破保

松寺竹雄
神戸寅次郎
青木徹二
神戸寅次郎

青木徹二
神戸寅次郎

青木徹二
神戸寅次郎

青木徹二
神戸寅次郎

青木徹二
神戸寅次郎

中村進午
西本辰之助

西村富三郎
村瀬末一
西村富三郎
村瀬末一
霜山精一

霜山精一

西本辰之助

霜山精一
川端審三

呉文炳
霜山精一
西村富三郎
西本辰之助
霜山精一
西村富三郎
西本辰之助
西村富三郎
西本辰之助
鶴峰四郎
鶴峰四郎
小林一郎
西村富三郎
鶴峰四郎
小林一郎
西村富三郎
小坂長四郎
佐々木良一
芝崎政和
西村富三郎
小坂長四郎
芝崎政和

学位・称号

法学士

法学士
ドクトル、ユーリス

ドクトル、ユーリス
慶應義塾法律学士
慶應義塾法律学士
ドクトル、ユーリス
慶應義塾法律学士
慶應義塾法律学士
ドクトル、ユーリス
慶應義塾法律学士
慶應義塾法律学士
慶應義塾法律学士
ドクトル、ユーリス
慶應義塾法律学士
慶應義塾法律学士
ドクトル、ユーリス
法学博士
慶應義塾法律学士

慶應義塾法律学士
慶應義塾法律学士
慶應義塾法律学士
慶應義塾法律学士
法学士

法学士

慶應義塾法律学士

法学士
慶應義塾法律学士

慶應義塾法律学士
法学士
慶應義塾法律学士
慶應義塾法律学士
法学士
慶應義塾法律学士
慶應義塾法律学士
慶應義塾法律学士
慶應義塾法律学士
法学士
法学士
法学士
慶應義塾法律学士
法学士
法学士
慶應義塾法律学士
慶應義塾法律学士
法学士
農学士・法学士
慶應義塾法律学士
慶應義塾法律学士
農学士・法学士

科目名
法律学

法律学
法律原論
法律原論
法律原論

法律原論

法律原論

法律原論
法学各論
法学通論
法学通論

法学通論
法学通論

法学通論
法学通論

法学通論
法学通論

法学通論
法学通論

法学通論
法律原論

法学通論
法学通論
法学通論
法学通論
法律原論

法律原論

法律原論、
独逸語
法律原論
日本作文、
法律原論
法律原論
法律原論
独語、法律
法律
法律
法律原論
法律原論
法律原論
法律原論
法律原論
法律原論
法律原論
法律原論
法律原論
法律原論
法律原論
法律
法律原論
法律原論
法律
法律
法律

課程
大学科

大学部
大学部

大学部
第一学年
第二学年
大学部
第一学年
第二学年
大学部予科

大学部予科

大学部予科

大学部予科

大学部予科

大学部予科

大学部予科

大学部予科

大学部予科

大学部予科

大学部予科

大学部予科

大学部予科

大学部予科

大学部予科

大学部予科

大学部予科

大学予科
（旧制）

大学部予科

年度
明治 31

明治 32
明治 33

明治 34

明治 35

明治 36

明治 37

明治 38

明治 39

明治 40

明治 41

明治 42

明治 43

明治 44

明治 45
（大正元）
大正 2

大正 3

大正 4

大正 5

大正 6

大正 7

大正 8

大正 9

大正 10



本
人
学
生
た
ち
へ
の
教
科
書
と
し
て
著
し
た
も
の
で
あ
り
、
英
法
を
主
眼
と
し
て
法
律
の
原
理
原
則
を
講
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
。

学
則
で
あ
る
『
慶
應
義
塾
社
中
之
（
67
）

約
束
』
の
「
科
業
表
」
を
確
認
す
れ
ば
、
明
治
一
四
年
一
二
月
改
正
と
さ
れ
る
も
の
よ
り
本

科
四
等
に
お
い
て
「
法
律
原
論
」
が
講
義
さ
れ
始
め
、
同
一
六
年
一
月
改
正
の
も
の
で
は
同
じ
く
本
科
四
等
に
「
テ
ー
リ
ー

法

律
原
論
」
と
あ
る
よ
う
に
、
法
律
専
門
課
程
を
擁
す
る
大
学
部
の
設
置
以
前
に
遡
り
、
テ
リ
ー
の
「
法
律
原
論
」
が
講
じ
ら
れ
て

い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
同
一
八
年
以
降
は
単
に
「
法
律
学
講
義
」
と
さ
れ
そ
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
大
学
部
設
置
後
の

同
二
九
年
一
〇
月
以
降
に
は
普
通
部
高
等
科
第
一
等
に
「
法
律
学
」
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
教
科
書
に
は
や
は
り
「
テ
ー
リ
ー

法

律
原
論
」
が
指
定
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
同
三
一
年
に
至
る
ま
で
、
慶
應
義
塾
に
お
け
る
法
学
入
門
講
義
は
主
と
し
て
英
法

を
基
礎
と
し
て
続
け
ら
れ
て
き
た
と
言
え
よ
う
。
な
お
、
テ
リ
ー
は
同
二
八
年
二
月
以
来
、
同
三
〇
年
一
月
ま
で
の
約
二
年
間
慶

應
義
塾
大
学
部
に
お
い
て
も
英
法
講
義
を
担
当
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
（
68
）

い
る
。

明
治
三
二
年
度
は
大
学
部
各
科
第
一
学
年
と
第
二
学
年
に
「
法
律
学
」
が
そ
れ
ぞ
れ
週
三
時
間
設
置
と
な
っ
た
こ
と
に
加
え
、

指
定
教
科
書
も
「
ゾ
ー
ム

羅
（
69
）

馬
法
」（
原
著
はRudolph

Sohm
,
Institutionen

des
röm
ischen

Rechts,
1884

）
へ
と
変
更
と

な
る
。
分
科
制
が
廃
止
さ
れ
た
翌
三
三
年
は
第
一
学
年
の
必
修
科
に
週
二
時
間
、
第
二
学
年
の
必
修
科
に
週
三
時
間
「
法
律
原

理
」
が
設
置
さ
れ
、
引
き
続
き
「
ゾ
ー
ム

羅
（
70
）

馬
法
」
が
指
定
教
科
書
で
あ
る
。
担
当
者
に
つ
い
て
は
明
治
三
三
年
一
〇
月
の

『
慶
應
義
塾
学
報
』
の
「
動
静
」
欄
に
お
け
る
「
中
島
多
嘉
吉
氏
は
阿
部
氏
の
後
を
承
け
て
義
塾
大
学
部
法
律
原
論
講
師
と
な

（
71
）

れ
り
」
と
の
記
述
に
よ
り
判
明
す
る
。
阿
部
、
中
島
は
共
に
慶
應
義
塾
大
学
部
法
律
科
を
同
三
〇
年
一
二
月
に
卒
業
し
た
人
物
で

（
72
）

あ
り
、
こ
の
よ
う
に
義
塾
法
律
科
の
出
身
者
か
ら
講
師
を
補
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
企
業
へ
の
就
職
等
に
伴
い
辞

（
73
）

任
し
、
専
任
教
員
と
し
て
定
着
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、『
慶
應
義
塾
学
報
』
の
「
学
事
報
告
」
欄
に
授
業

担
当
者
の
名
が
初
め
て
記
さ
れ
る
の
が
同
三
三
年
度
以
降
で
、
そ
こ
に
は
「
法
律
原
論

不
破
保
」
と
あ
る
。
意
外
な
こ
と
に
阿
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部
や
中
島
の
名
の
代
わ
り
に
不
（
74
）

破
保
な
る
人
物
が
「
法
律
原
論
」
を
担
当
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
や
は
り

ロ
ー
マ
法
に
基
づ
く
入
門
講
義
で
あ
っ
た
の
で
あ
（
75
）

ろ
う
。
だ
が
同
三
四
年
一
〇
月
に
不
破
は
「
義
塾
大
学
部
講
師
を
辞
し
」
横
浜

正
金
銀
行
に
入
行
し
た
（
76
）

た
め
、
一
一
月
に
は
帝
国
大
学
出
身
の
東
京
地
方
裁
判
所
検
事
松
寺
（
77
）

竹
雄
が
後
任
と
し
て
、「
義
塾
大
学

部
一
、
二
年
羅
馬
法
（
78
）

講
義
」
を
担
当
し
た
と
あ
り
、
同
三
四
年
度
か
ら
翌
年
に
か
け
て
松
寺
の
担
当
し
た
科
目
は
学
事
報
告
上
や

は
り
「
法
律
原
論
」
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
内
容
は
引
き
続
き
、
ロ
ー
マ
法
講
義
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
同
三
三
年
か
ら
翌
年

に
か
け
て
の
「
法
律
原
論
」
担
当
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
大
学
課
程
に
お
い
て
法
学
を
専
攻
し
た
と
い
う
点
は
共
通
す
る
が
、
そ
の

後
は
実
業
家
や
英
語
教
師
と
な
り
、
法
律
の
専
門
家
と
し
て
は
活
動
し
な
か
っ
た
も
の
か
ら
、
職
業
上
も
法
律
を
扱
う
法
律
家
へ

と
変
わ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

明
治
三
五
年
度
は
引
き
続
き
松
寺
に
よ
る
「
法
律
原
論
」
が
続
け
ら
れ
る
が
、
表
1
に
示
さ
れ
る
通
り
、
神
戸
寅
次
郎
と
青
木

徹
二
が
い
よ
い
よ
ド
イ
ツ
留
学
か
ら
帰
国
し
、
早
速
松
寺
に
取
っ
て
代
わ
る
形
で
法
律
学
の
講
義
を
担
当
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ

の
時
点
で
は
青
木
が
「
法
学
（
79
）

通
論
」、
神
戸
が
「
法
学
各
論
」
の
講
義
を
、
そ
れ
ぞ
れ
担
当
し
た
と
さ
れ
る
が
、
翌
年
以
降
は

「
法
学
通
論
」
の
名
称
に
統
一
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
同
三
六
年
に
公
開
さ
れ
た
学
課
表
に
お
い
て
科
目
名
も
「
法
律
原
理
」
か

ら
「
法
学
通
論
」
へ
と
改
正
さ
れ
、
予
科
第
二
年
設
置
で
毎
週
の
授
業
時
間
は
三
時
間
と
定
め
（
80
）

ら
れ
、
こ
の
学
課
表
が
基
礎
と

な
っ
た
学
則
が
前
述
の
専
門
学
校
令
に
よ
る
認
可
を
受
け
、
同
三
七
年
以
降
は
、
学
則
上
に
お
い
て
も
法
学
通
論
を
予
科
第
二
学

年
に
設
置
す
る
と
い
う
方
針
が
定
着
し
て
（
81
）

ゆ
く
。
以
後
三
九
年
度
に
至
る
ま
で
、
法
学
通
論
の
講
義
は
ド
イ
ツ
に
留
学
し
た
神
戸

と
青
木
と
い
う
二
人
の
専
任
教
員
に
よ
っ
て
実
践
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
明
治
四
〇
年
度
ま
で
神
戸
の
「
法
学
通
論
」
は
開
講

（
82
）

さ
れ
、
そ
の
後
、
明
治
四
〇
年
以
降
に
大
学
部
法
律
科
を
卒
業
し
た
西
本
辰
之
助
、
西
村
富
三
郎
、
村
瀬
末
一
等
に
引
き
継
が
れ

て
ゆ
く
。

神戸寅次郎のドイツ留学と法学通論講義
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神
戸
の
「
法
学
通
論
」
導
入
の
重
要
な
意
義
は
、
そ
れ
ま
で
学
校
が
教
科
書
を
指
定
し
、
講
師
に
よ
る
英
書
訳
読
を
基
本
と
し

た
方
法
か
ら
、
専
任
教
員
に
よ
っ
て
日
本
語
で
法
律
学
の
入
門
講
義
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
の
事
実

は
ま
さ
に
『
慶
應
義
塾
規
則
摘
要
』
に
総
則
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
「
本
塾
ハ
英
語
、
英
文
ノ
練
習
ヲ
力
メ
主
ト
シ
テ
英
書
ニ
依
リ

普
通
及
専
門
ノ
学
科
ヲ
教
授
ス
（
83
）

ル
所
」
の
文
言
が
明
治
三
七
年
度
以
降
は
削
除
さ
れ
た
（
84
）

事
実
と
符
合
し
て
お
り
、
特
筆
に
値
し
よ

う
。な

お
、
前
述
の
東
京
大
学
の
穂
積
陳
重
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
法
学
通
論
が
画
期
的
で
あ
っ
た
点
は
、「
先
ず
法
学
通
論
よ
り

始
め
て
、
年
々
一
二
科
目
ず
つ
邦
語
の
講
義
を
増
し
、
明
治
二
十
年
の
頃
に
至
っ
て
、
始
め
て
用
語
も
大
体
定
ま
り
、
不
完
全
な

が
ら
諸
科
目
と
も
に
邦
語
を
も
っ
て
講
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
（
85
）

っ
た
」
と
穂
積
が
回
想
す
る
よ
う
に
、
法
律
用
語
と
し

て
の
翻
訳
語
が
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
明
治
一
〇
年
代
に
お
い
て
、
日
本
語
で
法
学
講
義
を
可
能
と
せ
し
め
る
端
緒
を
開
い
た
こ

と
に
（
86
）

あ
る
。

三

神
戸
寅
次
郎
講
述
、
小
泉
信
三
筆
記
「
法
学
通
論
」
講
義
ノ
ー
ト

（
1
）
二
冊
の
法
学
通
論
講
義
ノ
ー
ト

本
稿
の
対
象
と
す
る
神
戸
寅
次
郎
の
「
法
学
通
論
」
講
義
ノ
ー
ト
は
、
後
に
塾
長
に
就
任
す
る
小
泉
（
87
）

信
三
が
、
学
生
時
代
に
受

講
し
た
際
に
筆
記
し
た
も
の
で
（
88
）

あ
る
。
そ
の
た
め
、
小
泉
の
学
識
形
成
と
い
う
視
点
か
ら
も
研
究
対
象
と
な
る
と
い
え
よ
う
が
、

本
稿
で
は
、
神
戸
が
「
法
学
通
論
」
に
お
い
て
何
を
語
り
、
何
を
思
考
し
て
い
た
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
を
進
め
る
こ
と
に

し
た
い
。
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当
該
ノ
ー
ト
は
二
冊
存
在
し
、
表
紙
に
ペ
ン
書
き
で
「
法
学
通
論

神
戸
寅
二
郎
氏
講

小
泉
信
三
」
と
あ
り
、
裏
表
紙
に
時

間
（
89
）

割
表
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
と
、
も
う
一
冊
は
表
紙
に
筆
書
き
で
「
法
学
通
論

神
戸
寅
二
郎
氏
講

小
泉
信
三
」
と
あ
り
、

裏
表
紙
に
は
ペ
ン
書
き
で
「The

Law
by
Prof.

K
am
be

」
と
書
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ノ
ー
ト
は
横
罫
で
一
頁
二
三
行
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
ノ
ー
ト
は
内
容
上
連
続
し
て
お
り
、
同
年
度
の
講
義
を
続
け
て
筆
記
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
本

文
は
基
本
的
に
見
開
き
の
右
ペ
ー
ジ
に
講
義
内
容
の
筆
記
が
ペ
ン
書
き
で
な
さ
れ
、
左
ペ
ー
ジ
に
は
、
神
戸
寅
次
郎
に
よ
る
コ
メ

ン
ト
や
板
書
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
図
な
ど
が
記
さ
れ
た
。
見
開
き
に
つ
き
一
つ
の
ペ
ー
ジ
番
号
が
右
肩
に
振
ら
れ
て
お
り
、
第
一

冊
は
七
〇
頁
ま
で
（
但
し
最
後
の
ペ
ー
ジ
に
は
番
号
が
振
ら
れ
て
い
な
い
の
で
実
質
は
七
一
頁
）
で
あ
り
、
第
二
冊
に
は
ペ
ー
ジ

番
号
は
付
さ
れ
て
い
な
い
が
実
質
六
七
頁
ま
で
「
法
学
通
論
」
の
講
義
が
筆
記
さ
れ
て
い
る
。

神
戸
寅
次
郎
の
講
義
方
法
で
あ
る
が
、
す
で
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
彼
の
「
民
法
講
義
」
に
つ
い
て
は
「
先
生
の
講
義
は
も
っ
ぱ

ら
講
義
ノ
ー
ト
に
よ
ら
れ
（
こ
の
神
戸
先
生
ご
自
身
の
ノ
ー
ト
も
残
念
な
が
ら
残
っ
て
い
な
い
）、
ま
ず
主
要
な
部
分
の
書
き
取

り
を
学
生
に
命
じ
ら
れ
た
後
に
、
個
別
的
な
論
点
に
つ
い
て
具
体
的
に
説
明
を
加
え
ら
（
90
）

れ
た
」
と
さ
れ
て
い
る
。「
法
学
通
論
」

に
お
い
て
も
、
例
え
ば
実
体
法
と
手
続
法
の
概
念
の
説
明
が
な
さ
れ
る
頁
の
左
側
の
頁
に
は
「
実
体
法
手
続
法
ハ
又
主
法
助
法
ト

云
フ
主
法
助
法
ハ
又
静
法
動
法
ト
（
91
）

云
フ
」
と
補
足
的
な
説
明
が
筆
記
さ
れ
て
お
り
、
同
様
の
方
法
が
採
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。ま

た
、
こ
の
講
義
筆
記
が
ど
の
年
度
の
講
義
を
記
し
た
も
の
か
と
の
考
証
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
ノ
ー
ト
の
本
体
に
は
年
代
の

記
載
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
小
泉
信
三
の
経
歴
を
辿
れ
ば
、
大
学
部
予
科
入
学
が
明
治
三
（
92
）

八
年
、
そ
し
て
予
科
の
第
二
学

年
に
お
い
て
法
学
通
論
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
か
ら
推
す
と
、
同
三
九
年
度
の
も
の
と
推
定
で
き
る
。
神
戸
は
明
治
三
五
年
か
ら
昭

和
一
四
年
ま
で
大
学
課
程
で
教
授
生
活
を
送
る
こ
と
と
な
る
こ
と
か
ら
、
本
講
義
は
ま
さ
に
彼
の
初
期
の
講
義
と
い
え
よ
う
。
尤
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第七款 会計検査院
第八款 裁判所

第六章 統治権の作用
第一節 総論
第二節 法律 第一款 法律の性質

第二款 法律の制定
第三款 法律の廃止

第三節 命令 第一款 命令の性質及び種類
第
二
冊

第四節 予算 第一款 予算の性質
第二款 予算案の編成
第三款 予算の議定権
第四款 予算の効力
第五款 予算不成立の場合

第五節 国際条約 第一款 国際条約の性質
第二款 条約事項
第三款 条約締結の機関
第四款 条約と国法との関係

行
政
法

第一章 総論
第二章 行政法の範囲
第三章 行政権
第四章 行政行為

第一節 行政に関する法規
第二節 処分令 第一款 処分令を決定する意思の状態に基く類別

第二款 処分令を発する目的に基く類別
第三節 行政上の契約
第四節 行政上の行為
第五節 行政上の制裁
第六節 行政上の争議決定 第一款 行政上の救済

第五章 行政機関の組織
第一節 総論
第二節 官庁 第一款 官庁の性質

第二款 官庁の種類
第三節 官吏 第一款 官吏の性質

第二款 官吏の任免及び資格
第三款 官吏の権利義務及び責任

第四節 公共団体 （1）公共団体の性質
（2）公共団体と他の団体との区別

刑
法
第一章 刑法の意義
第二章 刑罰権の主義 1防衛主義、2民約主義、3復讐主義、4脅嚇主義、5懲戒主義、6正義主義、

7必要主義、8折衷主義
第三章 犯罪

第一節 犯罪の意義
第二節 犯罪の種別

第四章 犯罪の責任
第五章 正当防衛
第六章 未遂犯、数人共犯
第七章 刑罰
第八章 刑の消滅

民
法
第一章 民法の意義
第二章 物権法

第一節 占有権
第二節 所有権
第三節 借地権
第四節 地役権
第五節 担保物権

第三章 債権法
第一節 契約
第二節 事務管理
第三節 不当の利得
第四節 不法行為

第四章 親族法
第五章 相続

第一節 家督相続
第二節 遺産相続
第三節 遺言

※慶應義塾福沢研究センター所蔵、神戸寅次郎「法学通論」講義ノートの目次と内容を整理した。
※篇、章、節を目次とし、款以下を内容とした。



表 2：神戸寅次郎講述、小泉信三筆記「法学通論」ノート目次
目次 内容

第
一
冊

第
一
篇

総
論

緒論 法学通論の目的
第一章 法学 法学と法術

法律哲学と成法学
一般法学と特別法学
法学の方法
（1）演繹的学派
（2）帰納的学派

第二章 法律
第一節 法律の変遷 第一期不文法の時代：ローマ建国より十二銅表制定まで

第二期成文法の時代：十二銅表制定より共和政治の末
第三期成文法発達の時代：帝国の初めよりアレキサンダー帝世
第四期法典編纂の時代：アレキサンダー帝よりヂヤスチニアン帝のとき

第二節 法律の意義 自然法と人定法
（1）法律は人の共同生活の準則
（2）法律は公権力によって維持せらるべき性質

第三節 法律の種類 （1）公法と私法
ａ法律の主体を其の標準とする
ｂ法律の関係を其の標準とする
ｃ法律の目的を其の標準とする

（2）普通法と特別法
ａ人を標準とする
ｂ行為を標準とする
ｃ処を標準とする

（3）実体法と手続法
（4）強行法と認許法

第四節 法律制定 成文法と不文法
不文法：判例、学者の著書、慣習法、条理
法律制定の手続き
（1）立案、（2）協賛、（3）裁可、（4）公布

第五節 法律の廃止 法律廃止の原因
（1）内部の原因による廃止
（2）外部の原因による廃止

第六節 法律解釈 強制的解釈
（1）法文其の者の中に解釈を挿入
（2）附属的法律による
学理的解釈
文理的解釈
論理的解釈

第七節 法律の効力 第一款 時に関する法律の効力
第二款 場所及び人に関する法律の効力：属地主義と属人主義

第八節 法律の制裁 民事制裁
刑事制裁
憲法上の制裁
行政法上の制裁

第三章 権利義務
第一節 権利 意志説、利益説、勢力説
第二節 権利の分類 第一款 絶対権及び相対権

第二款 公権及び私権
第三款 人身権及び財産権

第三節 義務
第四節 権利の主体 第一款 自然人

第二款 法人
第五節 権利の客体
第六節 権利の得喪 第一款 権利の発生消滅及び変更

第二款 権利の発生及び消滅を来す原因
憲
法

第
二
篇

各
論

第一章 総論 第一 憲法の効力
第二 憲法と他の法律との関係

第二章 統治権
第三章 臣民

第一節 臣民の権利
第二節 臣民の義務

第四章 領土
第五章 国家の機関

第一節 天皇
第二節 帝国議会 第一款 貴族院の組織

第二款 衆議院の組織
第三款 帝国議会の権限
第四款 議会の召集、開会、停会、閉会、休会、解散
第五款 国務大臣
第六款 枢密顧問



も
前
述
の
通
り
神
戸
の
「
法
学
通
論
」
は
明
治
三
六
年
度
か
ら
四
〇
年
度
ま
で
続
い
た
の
で
、
法
学
通
論
の
講
義
と
し
て
は
そ
の

初
年
時
の
も
の
と
比
較
す
れ
ば
、
整
序
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
2
）
神
戸
法
学
通
論
の
特
徴

①
形
式

「
法
学
通
論
」
筆
記
ノ
ー
ト
の
構
成
は
表
2
に
掲
げ
た
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
全
体
は
「
第
一
篇

総
論
」、「
第
二
篇

各
論
」

の
二
篇
に
分
け
ら
れ
る
。
総
論
部
分
は
三
つ
の
章
か
ら
成
っ
て
お
り
、「
第
一
章

法
学
」、「
第
二
章

法
律
」、「
第
三
章

権

利
義
務
」
と
続
く
。
各
論
は
憲
法
、
行
政
法
、
刑
法
、
民
法
の
順
で
講
義
が
進
め
ら
れ
る
。
第
二
篇
、
各
論
部
分
の
民
法
の
後
に

続
く
と
考
え
ら
（
93
）

れ
る
商
法
、
刑
事
訴
訟
法
、
民
事
訴
訟
法
、
国
際
法
に
つ
い
て
の
項
目
は
設
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
例
え
ば
商
法
、

刑
事
訴
訟
法
、
民
事
訴
訟
法
に
つ
い
て
は
、
第
一
篇
、
総
論
部
分
の
実
体
法
と
手
続
法
と
い
う
区
分
の
説
明
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ

の
位
置
付
け
が
確
認
さ
れ
る
に
過
ぎ
ず
、
国
際
法
に
つ
い
て
は
、
憲
法
の
「
第
六
章

統
治
権
の
作
用
」
の
中
の
一
節
と
し
て
、

つ
ま
り
「
第
五
節

国
際
条
約
」
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。

前
述
の
通
り
「
法
学
通
論
」
は
法
学
入
門
を
内
容
と
す
る
。
神
戸
の
法
学
や
法
学
通
論
へ
の
理
解
は
法
律
や
法
学
の
定
義
を
示

し
た
「
第
一
篇

総
論
」
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
総
論
部
分
に
関
し
て
さ
ら
に
詳
し

く
見
て
み
よ
う
。

神
戸
は
ま
ず
、
第
一
篇
の
「
緒
論
」
と
し
て
、
法
学
通
論
の
目
的
を
以
下
の
通
り
に
述
べ
て
い
る
。

法
学
通
論
ハ
法
律
ノ
全
体
ニ
関
シ
テ
其
ノ
大
要
ヲ
示
ス
ヲ
目
的
ト
ス
。
其
ノ
大
要
ヲ
示
ス
ニ
ハ
之
レ
ヲ
二
ツ
ニ
分
テ
説
明

122



ス
ル
ヲ
便
宜
ト
ス
。
第
一
ニ
法
律
全
体
ノ
概
念
、
第
二
ニ
法
律
各
部
ノ
性
質
及
ビ
其
ノ
関
係
。

〔
マ
マ
・
淵
源
ヵ
、
以
下
同
〕

法
律
全
体
ノ
概
念
ト
ハ
法
律
一
般
ノ
性
質
沿
原
及
ビ
其
ノ
効
力
、
其
ノ
発
生
又
ハ
消
滅
ニ
関
ス
観
念
ヲ
云
フ
。

法
律
各
部
ノ
性
質
ト
ハ
民
法
商
法
又
ハ
刑
法
ノ
如
キ
各
科
ノ
性
質
ヲ
云
フ
者
ニ
シ
テ
、
其
ノ
関
係
ト
ハ
民
法
ト
商
法
又
ハ

民
事
訴
訟
法
ノ
如
キ
者
ノ
関
係
ヲ
云
フ
。
蓋
シ
一
個
ノ
学
問
ハ
他
ノ
総
テ
ノ
学
ニ
関
係
ヲ
有
ス
ル
ガ
故
ニ
一
ツ
ノ
専
門
ノ
学

科
ヲ
修
メ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
必
ズ
先
ヅ
普
通
学
ヲ
修
メ
ザ
レ
バ
其
ノ
専
門
ノ
学
ヲ
完
全
ニ
了
解
シ
得
ザ
ル
ト
同
ジ
ク
、
法
律
ノ

各
科
ヲ
修
メ
ン
ト
ス
ル
ニ
モ
先
ヅ
其
ノ
全
体
ニ
弥
ル
大
要
ヲ
知
ラ
ザ
レ
バ
、
各
学
科
ヲ
完
全
了
解
ス
ル
ヲ
得
ズ
。
法
学
通
論

ハ
即
チ
此
ノ
目
的
ヲ
達
セ
ン
ガ
為
メ
ニ
修
ム
ル
者
（
94
）

ナ
リ

法
学
通
論
は
法
律
全
体
の
体
系
を
示
す
目
的
の
た
め
に
、
二
篇
構
成
を
と
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
ま
ず
総
論
に
お
い
て
法

律
全
体
の
概
念
を
説
明
し
、
さ
ら
に
各
論
に
お
い
て
民
法
、
刑
法
と
い
っ
た
各
法
分
野
同
士
の
関
係
性
を
明
ら
か
に
す
る
と
し
て

い
る
。
ま
た
、
普
通
学
と
専
門
学
の
関
係
を
取
り
上
げ
、
法
学
通
論
が
専
門
学
の
理
解
に
必
要
な
、
予
備
知
識
と
い
っ
た
位
置
付

け
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
前
述
し
た
「
独
逸
大
学
概
況
」
に
お
い
て
神
戸
が
示
唆
し
た
通
り
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
総

論
と
各
論
の
大
き
な
二
部
構
成
と
な
る
法
学
通
論
の
講
義
様
式
は
、
明
治
二
〇
年
代
初
頭
の
穂
積
陳
重
に
よ
る
法
学
通
論
の

（
95
）

講
義
を
は
じ
め
と
し
、
同
三
〇
年
代
に
お
い
て
も
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
構
成
で
あ
っ
た
。
尤
も
、
同
二
〇
年
代
に
は
「
私
立
法
律
学

校
特
別
監
督
条
規
」
を
は
じ
め
と
す
る
、
法
学
系
私
学
に
対
す
る
文
部
省
に
よ
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
統
一
の
結
果
と
し
て
、
各
種
私

立
法
律
学
校
に
お
い
て
も
法
学
通
論
を
設
置
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
（
96
）

ら
れ
、
そ
の
際
各
学
校
が
依
拠
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
法
や
イ

ギ
リ
ス
法
を
ベ
ー
ス
と
し
た
多
種
多
様
な
法
学
通
論
講
義
が
展
開
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
こ
こ
に
付
記
し
て
（
97
）

お
く
。
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②
内
容

神
戸
の
「
法
学
通
論
」
に
見
え
る
特
筆
す
べ
き
論
点
の
一
つ
と
し
て
、
自
然
法
を
前
提
と
し
な
い
法
実
証
主
義
的
立
場
を
取
っ

〔
マ
マ
・
繹
ヵ
、
以
下
同
〕

て
い
る
点
が
指
摘
で
き
る
。「
第
一
章

法
学
」
に
お
い
て
、「
帰
納
学
派
」
に
対
す
る
「
演
釈
法
学
派
」
の
説
明
箇
所
で
そ
の
考

え
が
顕
著
に
表
明
さ
れ
る
。

演
釈
的
学
派
ハ
事
物
ノ
経
験
ニ
由
ラ
ズ
独
断
的
理
論
ヲ
根
拠
ト
シ
テ
之
レ
ヲ
敷
衍
シ
テ
各
種
ノ
事
物
ニ
共
通
ス
ル
原
理
ヲ

説
明
セ
ン
ト
ス
ル
者
ナ
リ
。
此
ノ
学
派
ヲ
二
ツ
ニ
区
別
ス
。
自
然
法
学
派
及
ビ
哲
学
法
学
派
之
レ
ナ
リ
。
自
然
法
学
派
ト
ハ

自
然
法
ナ
ル
者
ノ
存
在
ヲ
信
ジ
之
レ
ヲ
根
拠
ト
シ
テ
万
般
ノ
法
理
ヲ
説
明
セ
ン
ト
ス
ル
者
ナ
リ
。
自
然
法
ナ
ル
者
ガ
果
シ
テ

真
ニ
存
在
ス
ル
ヤ
否
ヤ
ハ
疑
問
ニ
属
ス
。
然
レ
共
其
ノ
所
謂
自
然
法
ノ
存
在
ヲ
信
ズ
ル
者
ノ
中
ニ
於
テ
モ
自
然
法
ノ
其
物
ノ

意
義
ハ
必
ズ
シ
モ
同
一
ナ
（
98
）

ラ
ズ

さ
ら
に
、
権
利
概
念
の
説
明
を
す
る
際
に
も
「
彼
ノ
天
賦
人
権
論
ノ
如
キ
ハ
天
然
法
ノ
存
在
ヲ
認
ム
ル
学
者
ガ
単
ニ
政
略
上
唱

導
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
立
法
ヲ
以
テ
法
律
ノ
沿
原
ト
ナ
ス
所
ノ
今
日
ニ
於
テ
ハ
此
ノ
論
ノ
如
キ
ハ
殆
ド
毫
末
ノ
価
値
ナ
キ
者
（
99
）

ナ
リ
」

と
や
は
り
自
然
法
に
対
す
る
厳
し
い
評
論
を
述
べ
て
い
る
。

尤
も
こ
れ
ら
の
認
識
は
、
当
時
の
法
学
通
論
の
講
義
に
お
い
て
は
一
般
的
な
見
解
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
鈴
木
喜

三
郎
に
よ
る
東
京
専
門
学
校
に
お
け
る
法
学
通
論
講
義
で
は
、
権
利
義
務
の
説
明
に
お
い
て
「
余
輩
の
爰
に
謂
は
ん
と
す
る
権
利

な
る
概
念
は
彼
の
普
通
唱
ふ
る
所
の
男
女
同
様
と
か
民
権
自
由
と
か
女
権
拡
張
と
か
言
へ
る
場
合
に
用
ふ
る
権
利
な
る
も
の
に
あ

ら
す
是
等
の
場
合
に
用
ふ
る
も
の
は
皆
社
交
上
宗
教
上
感
情
上
よ
り
云
ふ
所
の
も
の
に
し
て
所
謂
法
律
上
の
権
利
と
は
全
く
其
性
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質
を
異
に
す
る
も
の
（
100
）

と
す
」
と
す
る
。
自
然
法
を
基
に
す
る
天
賦
人
権
説
を
含
め
、
当
時
既
に
「
権
利
」
の
語
は
多
様
な
コ
ン
テ

ク
ス
ト
で
用
い
ら
れ
て
い
た
た
め
、
法
学
の
対
象
と
す
る
「
権
利
」
は
あ
く
ま
で
も
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
法
律
上
の
権
利

に
限
定
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
根
拠
と
な
る
自
然
法
の
内
容
を
明
確
に
定
義
で
き
な
い
以
上
、
自
然
法
を
前
提
と
し
な
い
実
定
法

上
の
権
利
概
念
の
明
確
化
こ
そ
法
律
学
の
使
命
と
さ
れ
た
の
で
（
101
）

あ
る
。

そ
の
一
方
で
、
神
戸
の
法
解
釈
学
の
特
徴
と
も
い
え
る
立
法
者
の
意
思
を
重
視
す
る
点
に
つ
い
て
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
注
目
に
値
す
る
。
神
戸
は
法
解
釈
の
方
法
の
内
、
専
ら
法
律
の
文
言
に
基
づ
く
文
理
的
解
釈
に
対
し
、
論
理
的
解
釈
の
機
能

に
つ
い
て
以
下
の
通
り
に
説
明
す
る
。

〔
マ
マ
・
拘
ヵ
〕

論
理
的
解
釈
ト
ハ
法
律
文
章
又
ハ
用
語
ニ
抏
泥
ス
ル
ナ
ク
推
理
ノ
作
用
ニ
依
テ
其
ノ
意
義
ヲ
確
定
ス
ル
ヲ
云
フ
。
故
ニ
此

ノ
解
釈
ヲ
ナ
ス
ニ
ハ
其
ノ
解
釈
ス
可
キ
法
規
ト
他
ノ
法
規
ト
ノ
関
係
又
ハ
解
釈
ス
可
キ
法
規
ヲ
包
含
ス
ル
全
体
ノ
法
律
ト
他

ノ
法
律
ト
ノ
関
係
、
立
法
ノ
目
的
理
由
、
立
法
当
時
ノ
社
会
ノ
状
態
等
ヲ
参
考
ト
ナ
シ
又
法
律
ノ
草
案
理
由
書
又
ハ
議
事
録

ノ
如
キ
又
之
レ
ヲ
参
考
ト
ナ
ス
ヲ
妨
（
102
）

ゲ
ズ

神
戸
は
、
論
理
的
解
釈
は
他
の
法
律
や
法
典
と
の
体
系
的
関
係
に
お
け
る
解
釈
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
立
法
政
策
や
そ
の
背
後

に
あ
る
社
会
状
況
に
至
る
ま
で
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
神
戸
理
論
の
特
徴
が
、
事
実
事
象
か
ら
乖
離
す
る
抽

象
的
な
規
範
倫
理
に
終
始
せ
ず
、
事
実
事
象
を
そ
の
立
脚
点
と
す
る
た
め
、
理
論
の
帰
結
が
社
会
の
実
態
か
ら
遊
離
し
（
103
）

な
い
と
い

う
点
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
が
、「
法
学
通
論
」
に
お
い
て
、
そ
の
方
法
論
が
披
歴
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
す

べ
き
事
実
で
あ
ろ
う
。

神戸寅次郎のドイツ留学と法学通論講義

125



尤
も
、
前
述
の
「
独
逸
法
典
と
日
本
新
民
法
」
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
如
く
、
立
法
者
の
意
思
を
重
視
す
る
神
戸
の
方
法
論
は

彼
が
ド
イ
ツ
へ
と
向
か
う
前
か
ら
一
貫
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
と
す
れ
ば
、
神
戸
が
ド
イ
ツ
留
学
に
よ
っ
て
修
得
し
た
見
識
と

は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
帰
国
し
た
神
戸
は
、「
我
国
は
我
法
律
の
母
法
た
る
外
国
法
律
を
更
に
一
層
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

こ
と
を
主
張
（
104
）

す
る
。
彼
は
「
独
逸
法
と
日
本
法
と
を
解
釈
す
る
の
に
、
両
国
の
学
者
が
其
説
を
異
に
す
る
の
は
、
少
し
も
怪
し
む

に
た
り
ま
せ
ん
が
、
殆
と
同
一
の
法
律
で
、
し
か
も
母
法
と
子
法
と
の
関
係
を
有
す
る
両
法
の
解
釈
に
つ
き
て
学
説
が
違
ひ
、
且

母
法
の
方
で
は
、
永
年
研
究
の
結
果
で
生
じ
た
の
み
な
ら
ず
、
其
国
の
学
者
の
多
数
が
殆
ど
一
致
し
て
唱
へ
て
居
る
場
合
に
は
、

先
づ
其
説
の
方
に
重
き
を
お
か
な
く
て
は
な
り
ま
す
ま
い
と
思
ひ
ま
す
」
と
述
べ
、
研
究
が
進
展
し
て
い
る
母
法
の
学
説
に
充
分

に
耳
を
傾
け
な
い
な
ら
ば
、
子
法
の
解
釈
は
成
り
立
た
な
い
と
い
う
認
識
に
至
っ
た
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。
留
学
以
前
、「
独

乙
眼
鏡
」
を
か
け
て
日
本
法
の
解
釈
を
行
う
こ
と
を
不
適
切
と
し
た
神
戸
を
「
日
本
の
法
学
者
の
講
義
の
中
か
ら
、
外
国
の
学
者

の
説
を
引
去
つ
た
な
ら
、
跡
は
危
く
零
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
ま
で
言
わ
し
め
る
程
に
、
ド
イ
ツ
で
学
ん
だ
法
学
や
法
学
説
の
深
奥

さ
が
、
彼
の
頭
脳
に
刻
ま
れ
た
に
違
い
な
い
。
神
戸
に
お
け
る
「
学
説
（
105
）

継
受
」
は
「
外
国
の
反
対
説
の
根
拠
を
十
分
に
究
め
て
然

る
後
採
る
べ
き
は
採
り
、
排
す
べ
き
は
排
す
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
、
適
当
に
子
法
の
解
釈
は
出
来
（
106
）

ま
い
」
と
、
日
本
法
の
解
釈
の

た
め
に
外
国
法
を
充
分
に
吟
味
す
る
必
要
性
を
前
提
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

四

む
す
び

本
稿
で
は
神
戸
寅
次
郎
の
ド
イ
ツ
留
学
と
、
法
学
通
論
の
講
義
ノ
ー
ト
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
初
学
者
を
法
学
へ
と
導
く
講
義

と
い
う
性
格
上
、
体
系
的
な
法
概
念
を
概
説
す
る
こ
と
が
そ
の
趣
旨
で
あ
り
、
そ
こ
で
示
さ
れ
た
内
容
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
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神
戸
法
学
の
独
自
性
が
特
に
際
立
っ
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
、
全
体
を
通
覧
し
て
み
る
と
、
難
解
な
法
概
念
を
如
何
に

し
て
初
学
者
に
向
け
て
効
果
的
に
解
説
す
る
か
と
い
う
点
に
お
い
て
、
極
め
て
ユ
ニ
ー
ク
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
気
が

付
く
。
本
稿
の
む
す
び
と
し
て
、
そ
の
一
端
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

第
一
篇
第
三
章
「
権
利
義
務
」
の
第
一
節
に
お
い
て
権
利
の
概
念
を
め
ぐ
り
、
意
志
説
、
利
益
説
、
勢
力
説
の
三
つ
の
学
説
が

解
説
さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
神
戸
も
支
持
す
る
勢
力
説
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

而
シ
テ
吾
人
ハ
一
個
ノ
生
物
ト
シ
テ
腕
力
智
力
又
ハ
意
志
ノ
力
ヲ
有
ス
ト
雖
モ
之
等
ノ
力
ハ
権
利
ノ
実
質
ト
ハ
何
等
ノ
関

係
ヲ
有
セ
ザ
ル
者
ナ
リ
。
例
ヘ
バ
権
利
ナ
ル
力
ハ
宛
モ
一
ツ
ノ
刀
ノ
如
キ
者
ナ
リ
。
吾
人
ヲ
保
護
ス
ル
ガ
為
メ
ニ
之
レ
ヲ
享

有
ス
レ
共
吾
人
ノ
意
志
智
力
等
ノ
有
無
又
ハ
多
寡
ニ
依
テ
其
ノ
刀
ノ
性
質
ヲ
変
更
シ
又
ハ
増
減
ス
ル
ヲ
得
ザ
ル
ガ
如
シ
。
其

レ
故
ニ
権
利
ノ
実
質
ハ
決
シ
テ
意
志
ノ
力
ニ
非
ズ
。
只
其
ノ
権
利
ヲ
得
喪
シ
又
ハ
之
レ
ヲ
行
使
ス
ル
ニ
ハ
意
志
ノ
力
ヲ
要
ス

レ
共
而
モ
意
志
其
ノ
者
ハ
権
利
ノ
実
質
ヲ
増
減
ス
ル
者
ニ
非
ズ
。
其
レ
故
ニ
意
志
能
力
ナ
キ
者
ト
雖
素
ヨ
リ
権
利
ヲ
享
有
ス

ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
（
107
）

ナ
リ

前
述
の
通
り
神
戸
は
自
然
法
に
よ
る
天
賦
人
権
説
は
退
け
る
が
、
法
律
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
る
権
利
の
性
質
そ
の
も
の
は
、
決

し
て
人
の
意
志
や
能
力
に
よ
っ
て
変
更
や
増
減
の
で
き
な
い
「
力
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
説
く
。
こ
こ
で
神
戸
は
「
権
利
」
を

「
刀
」
に
譬
え
、
権
利
と
い
う
刀
は
誰
の
手
の
裡
に
あ
っ
て
も
そ
の
切
れ
味
は
変
わ
ら
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。
法
学
の
概
念
化

が
進
行
す
る
当
時
の
日
本
に
あ
っ
て
、
権
利
を
単
な
る
概
念
に
と
ど
ま
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
実
体
あ
る
「
道
具
」
と
し
て
見

立
て
た
の
で
あ
る
。
一
方
神
戸
は
専
門
学
科
に
相
当
す
る
「
民
法
講
義
」
に
お
い
て
も
権
利
の
性
質
を
巡
る
三
つ
の
学
説
を
紹
介
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す
る
が
、
そ
こ
で
は
も
は
や
刀
の
比
喩
は
登
場
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
彼
の
法
学
の
入
門
講
義
に
み
ら
れ
た
特
徴
あ
る
説

明
方
法
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
（
108
）

よ
う
。

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
福
沢
諭
吉
が
曾
て
法
律
を
刀
に
譬
え
た
事
実
で
（
109
）

あ
る
。
福
沢
は
明
治
一
八
年
九
月
、
英
吉
利
法
律
学

校
開
校
式
の
演
説
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。

真
正
の
武
人
ハ
終
身
刀
を
抜
か
ず
、
抜
け
ば
即
ち
必
ず
敵
を
切
て
誤
ら
ず
武
辺
の
奥
意
な
り
故
に
今
の
諸
士
も
こ
の
真
成

の
武
人
を
学
び
法
律
を
以
て
犬
を
切
る
勿
れ
、
常
に
黙
し
て
法
理
を
言
は
ず
、
言
へ
ば
則
ち
必
ず
法
敵
を
斃
し
て
自
家
の
権

理
栄
誉
を
護
る
べ
き
（
110
）

な
り

福
沢
は
法
律
が
刀
と
同
じ
切
れ
味
を
持
つ
も
の
で
、
奥
義
を
究
め
た
剣
術
家
で
あ
れ
ば
む
や
み
や
た
ら
と
剣
を
振
り
回
す
こ
と

を
し
な
い
よ
う
に
、
法
律
論
を
振
り
回
す
も
の
と
は
せ
ず
に
、
自
ら
の
権
理
栄
誉
を
護
る
た
め
の
最
終
的
な
手
段
と
せ
よ
と
述
べ

る
。
そ
し
て
、
同
演
説
の
趣
意
は
、
法
律
と
は
紛
争
解
決
の
み
な
ら
ず
紛
争
予
防
の
道
具
と
し
て
、
法
律
家
に
限
ら
ず
一
般
の

人
々
も
学
ば
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
と
解
説
さ
れ
て
（
111
）

い
る
。

ま
た
、
明
治
三
一
年
九
月
二
四
日
、
法
律
を
学
ぶ
人
が
少
な
い
こ
と
を
聞
い
た
福
沢
は
、
右
の
例
と
同
様
に
法
律
思
想
の
一
般

人
へ
の
普
及
を
趣
旨
と
し
た
「
法
律
と
（
112
）

時
勢
」
と
題
す
る
演
説
を
試
み
る
。
こ
の
演
説
は
神
戸
寅
次
郎
も
聞
い
た
と
さ
れ
る
が
、

福
沢
は
「
今
日
の
世
に
な
つ
て
見
る
と
政
府
の
役
人
に
な
る
に
も
商
売
を
す
る
に
も
工
業
を
す
る
に
も
一
切
万
事
法
律
を
知
ら
な

け
れ
ば
話
が
出
来
な
い
」
と
述
べ
、
法
典
整
備
と
い
う
時
勢
の
進
捗
に
従
い
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
が
法
律
の
規
制
を
受
け
る

と
い
う
前
提
に
立
脚
し
、「
弁
護
士
で
な
く
て
も
裁
判
官
で
な
く
て
も
、
法
律
を
知
ら
な
け
れ
ば
世
の
中
に
立
つ
こ
と
は
出
来
な

128



い
」
こ
と
を
説
く
。

も
と
よ
り
福
沢
は
法
律
家
で
は
な
か
っ
た
。
彼
が
演
説
で
披
露
し
た
「
法
論
」
は
、「
権
利
」
や
「
契
約
」
と
い
っ
た
法
律
の

専
門
用
語
に
溢
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
「
田
地
が
何
時
の
間
に
か
無
く
な
つ
た
、
ア
ノ
財
産
が
な
く
な
つ
た
、
金
を
貸

し
て
あ
る
に
違
ひ
な
い
が
法
律
の
上
に
於
て
ど
う
も
コ
チ
ラ
で
思
ふ
や
う
に
は
い
か
ぬ
『
お
前
さ
ん
の
約
束
の
し
や
う
が
悪
る
か

つ
た
の
だ
か
ら
諦
め
な
さ
い
』
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
」
と
い
っ
た
、
飾
り
気
な
い
現
実
的
な
処
世
論
を
大
き
く
超
え
る
も
の
で
は

か
っ
た
。
だ
が
神
戸
は
、
そ
の
よ
う
な
福
沢
の
言
説
に
「
高
尚
な
学
理
も
、
複
雑
微
妙
の
思
想
も
、
極
め
て
平
易
に
而
も
種
々
な

る
比
喩
を
以
て
、
如
何
に
も
、
面
白
く
表
現
さ
（
113
）

れ
る
」
こ
と
に
注
目
し
て
い
た
。
神
戸
の
「
法
学
通
論
」
が
法
律
学
の
入
門
者
に

向
け
て
広
く
語
ら
れ
た
そ
の
根
底
に
お
い
て
、
福
沢
の
目
指
し
た
も
の
に
彼
も
深
く
共
鳴
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

注（
1
）
手
塚
豊
『
明
治
法
学
教
育
史
の
研
究
』
慶
應
通
信
、
一
九
八
八
年
、
二
〇
三
頁
。

（
2
）
「
神
戸
寅
次
郎
略
歴
」（
慶
應
義
塾
大
学
法
学
研
究
会
編
・
発
行
『
神
戸
寅
次
郎
著
作
集
（
下
）』、
一
九
七
〇
年
）、
五
八
一
頁
。

（
3
）
開
設
時
の
慶
應
義
塾
大
学
部
法
律
科
に
つ
い
て
は
、
岩
谷
十
郎
「
ウ
ィ
グ
モ
ア
の
法
律
学
校：

明
治
中
期
一
ア
メ
リ
カ
人
法
律
家
の
試

み
」（『
法
学
研
究
』
六
九
巻
一
号
、
慶
應
義
塾
大
学
法
学
研
究
会
、
一
九
九
六
年
）、
参
照
。

（
4
）
神
戸
の
卒
業
論
文
（「
英
、
独
、
仏
の
三
国
各
自
の
特
異
性
を
極
め
て
露
骨
に
表
現
」
す
るspecific

perform
ance

が
主
題
）
執
筆
に

際
し
て
は
、
ウ
ィ
グ
モ
ア
が
書
斎
の
書
物
を
貸
与
し
、
ド
イ
ツ
の
パ
ン
デ
ク
テ
ン
や
フ
ラ
ン
ス
の
註
釈
書
な
ど
で
難
解
の
箇
所
を
英
訳
し

示
さ
れ
た
と
い
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
知
ら
れ
て
い
る
。
神
戸
寅
次
郎
「
教
授
と
し
て
の
ウ
ィ
グ
モ
ア
博
士
」（『
三
田
評
論
』
第
四
五
四

号
、
一
九
三
五
年
）、
二
〇
―
二
一
頁
。

（
5
）
岩
谷
十
郎
「
ジ
ョ
ン
・
ヘ
ン
リ
ー
・
ウ
ィ
グ
モ
ア
に
お
け
る
日
本
法
研
究
の
端
緒
―
―
民
事
慣
例
類
集
の
英
訳
者
・
牛
場
徹
郎
関
係
資
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料
紹
介
―
―
」（『
近
代
日
本
研
究
』
第
二
四
巻
、
慶
應
義
塾
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
八
年
）、
三
三
七
頁
以
下
参
照
。
こ
の
頃
神

戸
が
ウ
ィ
グ
モ
ア
に
宛
て
た
書
簡
に
つ
い
て
、
岩
谷
十
郎
「
拝
啓

ウ
ィ
グ
モ
ー
ル
先
生
！
―
―
ウ
ィ
グ
モ
ア
宛
神
戸
寅
次
郎
英
文
書
簡

を
読
む
―
―
」（『
福
沢
手
帖
』
第
一
六
五
号
、
福
沢
諭
吉
協
会
、
二
〇
一
五
年
）、
一
―
九
頁
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
6
）
神
戸
寅
次
郎
「
挨
拶
」（『
法
学
会
誌
』
創
刊
号
、
慶
應
義
塾
法
学
会
、
一
九
三
〇
年
）、
三
頁
。

（
7
）
慶
應
義
塾
編
・
発
行
『
慶
應
義
塾
百
年
史

中
巻
（
前
）』
一
九
六
〇
年
、
六
六
五
頁
。

（
8
）
神
戸
前
掲
書
「
挨
拶
」
四
頁
。

（
9
）
当
時
の
私
学
の
法
学
講
師
の
多
く
が
司
法
官
や
行
政
官
の
兼
任
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
を
問
題
視
し
て
い
た
の
は
ウ
ィ
グ
モ
ア
で
あ

り
、
兼
任
で
な
い
専
任
教
授
の
設
置
は
ウ
ィ
グ
モ
ア
の
方
針
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
岩
谷
前
掲

「
ウ
ィ
グ
モ
ア
の
法
律
学
校
」
二
一
五
―
二
一
七
頁
。

（
10
）
『
慶
應
義
塾
百
年
史

中
巻
（
前
）』
三
六
四
頁
。

（
11
）
「
自
治
政
記
事
録
」（『
三
田
評
論
』
第
一
号
、
三
田
評
論
社
、
一
八
九
九
年
）、
七
一
頁
。
な
お
、
本
稿
で
参
照
し
た
明
治
期
の
三
田
評

論
社
発
行
の
『
三
田
評
論
』
は
、
学
生
自
治
機
関
の
機
関
誌
と
し
て
発
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
義
塾
の
広
報
誌
『
慶
應
義
塾
学
報
』
を

前
身
と
す
る
大
正
期
以
降
の
『
三
田
評
論
』
と
は
異
な
る
。
慶
應
義
塾
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
福
沢
関
係
文
書

収
録
文
書
目
録
（
第
六
分
冊
）』
一
九
九
七
年
、
一
八
―
一
九
頁
。

（
12
）
そ
の
他
の
役
員
は
、
取
調
委
員
と
し
て
、
今
井
宣
二
、
浜
貞
男
、
林
毅
陸
、
対
馬
健
之
助
、
中
島
鉄
哉
、
向
軍
治
、
川
合
貞
一
、
井
手

佐
三
郎
、
工
藤
精
一
、
福
沢
桃
介
、
北
川
礼
弼
、
幹
事
兼
書
記
長
と
し
て
金
沢
冬
三
郎
、
幹
事
兼
書
記
と
し
て
板
倉
卓
造
、
長
谷
川
寅

八
、
堀
切
善
兵
衛
、
渡
久
地
政
勗
、
和
田
寛
治
、
横
山
六
輔
、
油
井
幸
助
、
仙
田
大
一
で
あ
る
。『
慶
應
義
塾
百
年
史

中
巻
（
前
）』
三

七
八
―
三
七
九
頁
。

（
13
）
『
慶
應
義
塾
百
年
史

中
巻
（
前
）』
三
七
五
―
三
八
一
頁
。

（
14
）
阿
裸
々
仙
人
（
柴
田
一
能
）「
見
聞
集
（
其
三
）」（『
三
田
評
論
』
第
五
号
、
三
田
評
論
社
、
一
八
九
九
年
）、
四
五
頁
。
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（
15
）
「
時
事
短
評
」（『
慶
應
義
塾
学
報
』
第
一
八
号
、
一
八
九
九
年
）、
八
〇
頁
。

（
16
）
帝
国
大
学
か
ら
の
文
部
省
留
学
生
選
抜
に
つ
い
て
は
辻
直
人
『
近
代
日
本
海
外
留
学
の
目
的
変
容
―
―
文
部
省
留
学
生
の
派
遣
実
態
に

つ
い
て
―
―
』
東
信
堂
、
二
〇
一
〇
年
、
六
一
頁
以
下
。

（
17
）
「
塾
報
」（『
慶
應
義
塾
学
報
』
第
一
八
号
、
一
八
九
九
年
、
八
五
頁
お
よ
び
同
第
二
〇
号
、
一
八
九
九
年
、
八
〇
頁
）。

（
18
）
辻
直
人
「
慶
應
義
塾
海
外
留
学
生
の
派
遣
実
態
と
そ
の
意
義
」（『
近
代
日
本
研
究
』
第
三
〇
巻
、
慶
應
義
塾
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二

〇
一
四
年
）、
一
二
八
頁
。

（
19
）
「
塾
報
」（『
慶
應
義
塾
学
報
』
第
一
八
号
、
一
八
九
九
年
）、
八
七
頁
。

（
20
）
「
塾
報
」（『
慶
應
義
塾
学
報
』
第
一
八
号
、
一
八
九
九
年
）、
八
六
頁
。

（
21
）
『
慶
應
義
塾
百
年
史

中
巻
（
前
）』
三
二
二
―
三
二
四
頁
。

（
22
）
福
沢
諭
吉
「
福
翁
自
伝
」（『
福
沢
諭
吉
全
集

第
七
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
年
）、
二
六
〇
頁
。

（
23
）
神
戸
の
ド
イ
ツ
で
の
留
学
態
度
に
つ
い
て
は
「
中
に
は
、
帰
国
の
旅
費
を
い
ざ
出
立
の
間
際
に
至
つ
て
の
、
一
夕
、
金
髪
美
人
の
、
笑

靨
に
打
込
ん
で
し
ま
つ
て
、
さ
あ
帰
れ
な
い
、
折
角
楽
し
ん
だ
、
米
国
へ
も
回
れ
ず
、
ゑ
ん
や
ら
や
つ
と
、
旅
費
を
調
達
し
て
、
印
度
洋

か
ら
帰
朝
し
た
、
な
ど
と
い
ふ
お
手
合
い
が
あ
る
、
其
中
に
、
神
戸
君
は
、
超
然
と
し
て
、
俗
習
に
染
ま
ず
で
、
道
楽
と
い
へ
ば
只
法
律

書
を
朝
か
ら
晩
ま
で
よ
む
事
で
、
大
抵
な
人
は
、
洋
行
し
て
く
る
と
肥
満
し
て
、
丈
夫
ら
し
く
な
る
が
、
神
戸
君
は
然
ら
ず
で
、
洋
行
中

マ
マ

の
、
勉
強
が
、
身
体
に
き
い
て
痩
駆
鶴
の
如
し
だ
」（「
ド
ク
ト
ル
神
戸
君
」『
法
律
新
聞
』
第
二
二
四
号
、
明
治
三
七
年
八
月
一
〇
日
）

と
福
沢
の
教
訓
を
実
践
し
た
よ
う
な
一
面
も
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
書
籍
購
入
に
つ
い
て
も
積
極
的
に
応
じ
た
よ
う
で
、
ド
イ
ツ
か

ら
明
治
三
三
年
一
月
一
日
付
で
法
律
科
経
済
科
の
学
生
に
宛
て
て
「
過
日
義
塾
よ
り
書
籍
購
求
の
事
申
越
候
に
付
早
速
購
求
送
附
致
し
候

図
書
館
も
完
全
に
相
成
り
た
る
と
の
事
誠
に
喜
ば
し
く
若
し
尚
ほ
必
要
の
書
物
は
御
申
し
越
し
に
応
じ
直
接
書
店
よ
り
相
送
る
事
に
手
続

相
定
め
置
候
に
付
き
充
分
御
勉
強
被
下
候
様
奉
願
上
若
し
読
書
力
無
之
候
て
は
三
四
年
間
の
洋
行
も
あ
ま
り
効
能
な
か
る
べ
き
か
と
窃
に

信
じ
居
り
候
間
若
し
洋
行
の
御
志
も
御
座
候
は
ヾ
読
書
力
養
成
に
充
分
御
注
意
あ
る
様
御
忠
告
申
上
候
」（「
神
戸
講
師
よ
り
の
書
信
」
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『
三
田
評
論
』
第
九
号
、
三
田
評
論
社
、
一
九
〇
〇
年
、
六
九
頁
）
と
忠
告
も
添
え
書
き
送
っ
て
い
る
。

（
24
）
明
治
二
九
年
法
律
第
八
九
号
と
し
て
民
法
第
一
編
、
第
二
編
、
第
三
編
が
明
治
二
九
年
四
月
二
七
日
に
公
布
（『
法
令
全
書

明
治
二

十
九
年
』
内
閣
官
報
局
、
一
頁
以
下
）、
明
治
三
一
年
法
律
第
九
号
と
し
て
民
法
第
四
編
、
第
五
編
が
同
三
一
年
六
月
二
一
日
に
公
布

（『
法
令
全
書

明
治
三
十
一
年
』
一
〇
九
頁
以
下
）
さ
れ
、
さ
ら
に
明
治
三
一
年
法
律
第
一
一
号
と
し
て
附
属
法
令
で
あ
る
民
法
施
行
法

も
同
年
六
月
二
一
日
に
公
布
（『
法
令
全
書

明
治
三
十
一
年
』
一
八
三
頁
以
下
）
さ
れ
、
全
体
が
同
年
七
月
一
六
日
に
施
行
と
な
る
。

利
谷
信
義
「
近
代
法
体
系
の
成
立
」（『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
十
六

近
代
三
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
）、
一
二
八
―
一
二
九
頁
。

（
25
）
梅
謙
次
郎
「
我
新
民
法
ト
外
国
ノ
民
法
」（『
法
典
質
疑
録
』
第
八
号
、
法
典
質
疑
会
、
一
八
九
九
年
）、
六
七
八
頁
。
梅
は
続
け
て

「
但
各
国
ノ
法
律
書
皆
多
少
長
短
ア
ル
カ
故
ニ
新
法
典
ハ
決
シ
テ
一
模
範
ニ
拘
泥
セ
ス
汎
ク
各
国
ノ
法
律
ヲ
参
照
シ
各
其
長
ス
ル
所
ヲ
採

リ
テ
以
テ
我
短
ヲ
補
ヒ
タ
ル
」
と
し
て
お
り
、
決
し
て
ド
イ
ツ
法
の
み
が
参
照
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
述
べ
て
は
い
る
。
ま
た
、

現
在
で
は
明
治
民
法
典
に
は
特
定
の
母
法
が
あ
る
と
す
る
の
で
は
な
く
、
比
較
法
の
所
産
と
し
て
理
解
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
浅
古

弘
、
伊
藤
孝
夫
、
植
田
信
廣
、
神
保
文
夫
編
『
日
本
法
制
史
』
青
林
書
院
、
二
〇
一
〇
年
、
三
一
四
頁
。

（
26
）
穂
積
陳
重
「
独
逸
法
学
の
日
本
に
及
ぼ
せ
る
影
響
」（
穂
積
重
遠
編
『
穂
積
陳
重
遺
文
集

第
三
冊
』
岩
波
書
店
、
一
九
三
四
年
）、
六

二
一
―
六
二
二
頁
。

（
27
）
野
田
良
之
「
日
本
に
お
け
る
比
較
法
の
発
展
と
現
状
（
一
）」（『
法
学
協
会
雑
誌
』
第
八
九
巻
第
一
〇
号
、
一
九
七
二
年
）、
三
四
―
三

六
頁
。
な
お
、
野
田
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
る
「
比
較
法
的
無
自
覚
の
時
代
」
の
時
期
区
分
が
未
だ
に
適
当
で
あ
る
か
は
再
検
討
を
必
要
と

す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
岩
谷
十
郎
「
近
代
日
本
の
法
典
編
纂
―
―
そ
の
�
始
ま
り
�
の
諸
相
―
―
」（
岩
谷
十
郎
、
片
山
直
也
、
北

居
功
編
『
法
典
と
は
何
か
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
）、
四
五
頁
参
照
。

（
28
）
「
日
本
法
学
の
回
顧
と
展
望
」（
日
本
評
論
社
編
集
局
編
『
日
本
の
法
学
』
日
本
評
論
社
、
一
九
五
〇
年
）、
四
〇
頁
。
座
談
会
に
お
け

る
末
弘
厳
太
郎
の
発
言
に
よ
る
。

（
29
）
神
戸
寅
次
郎
「
独
逸
法
典
と
日
本
新
民
法
（
一
）」（『
慶
應
義
塾
学
報
』
第
三
号
、
一
八
九
八
年
）、
一
二
頁
。
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（
30
）
同
前
書
、
一
三
頁
。

（
31
）
津
田
利
治
は
概
念
法
学
の
誤
り
の
一
つ
が
、
論
理
的
操
作
に
よ
り
抽
象
的
に
作
り
上
げ
た
上
位
概
念
が
、
其
の
土
台
と
な
っ
た
各
個
の

法
規
よ
り
も
観
念
的
に
先
行
し
て
存
在
し
、
普
遍
妥
当
性
あ
る
も
の
と
し
て
考
え
、
之
に
よ
り
法
の
無
欠
缺
性
を
構
想
し
、
其
の
上
位
概

念
を
矢
鱈
に
振
り
廻
す
こ
と
で
あ
る
と
し
、
本
来
個
々
具
体
的
法
規
を
前
提
と
し
て
そ
れ
か
ら
論
理
的
に
抽
出
さ
れ
た
は
ず
の
上
位
概
念

が
、
恰
も
そ
の
前
提
材
料
と
な
っ
た
法
規
に
先
行
し
、
其
の
法
規
の
規
制
外
の
事
項
に
就
い
て
ま
で
、
普
遍
的
に
妥
当
性
が
あ
る
と
考
え

る
点
に
あ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
法
規
を
立
法
者
の
意
思
か
ら
絶
縁
さ
れ
た
客
観
的
存
在
と
見
る
こ
と
に
、
此
の
出
発
点
で
既
に
概
念
法
学

の
誤
り
が
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
神
戸
は
法
規
を
構
成
す
る
文
字
や
文
章
の
表
現
の
外
面
的
客
観
的
意
味
に
は
拘
泥
せ
ず
、
立
法
者
の
主

観
的
意
図
あ
る
い
は
立
法
者
の
価
値
判
断
を
歴
史
的
に
把
握
す
る
の
が
法
解
釈
の
目
標
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
と
る
と
し
て
い
る
。
津
田

利
治
「
我
国
私
法
学
に
於
け
る
所
謂
目
的
論
的
解
釈
へ
の
疑
問
」（
津
田
利
治
、
内
池
慶
四
郎
編
著
『
神
戸
寅
次
郎

民
法
講
義
』
慶
應

義
塾
大
学
法
学
研
究
会
、
一
九
九
六
年
）、
三
七
四
―
三
七
五
頁
。

（
32
）
「
塾
員
消
息
一
束
」（『
慶
應
義
塾
学
報
』
第
一
八
号
、
一
八
九
九
年
）、
九
〇
頁
。

（
33
）
「
塾
員
消
息
一
束
」（『
慶
應
義
塾
学
報
』
第
二
二
号
、
一
八
九
九
年
）、
八
九
頁
。
ま
た
、
留
学
中
の
神
戸
へ
宛
て
ら
れ
た
書
簡
と
し

て
、
義
父
に
あ
た
る
西
村
茂
樹
か
ら
の
も
の
が
五
通
確
認
さ
れ
て
い
る
。
日
本
弘
道
会
編
『
増
補
改
訂

西
村
茂
樹
全
集

第
12
巻
』
思

文
閣
、
二
〇
一
三
年
、
六
九
頁
以
下
。
な
お
、
神
戸
は
留
学
に
先
立
つ
明
治
三
二
年
七
月
一
九
日
に
西
村
の
娘
す
み
と
結
婚
し
、
そ
の
際

小
幡
篤
次
郎
夫
妻
が
媒
酌
人
と
な
っ
て
い
る
。
西
村
茂
樹
「
泊
翁
日
記
」（
日
本
弘
道
会
編
『
増
補
改
訂

西
村
茂
樹
全
集

第
9
巻
』

思
文
閣
、
二
〇
一
〇
年
）、
七
一
八
頁
。

（
34
）Rudolf

H
artm
ann,

Japanische
Studenten

an
deutschen

U
niversitäten

und
H
ochschulen

1868

―1914,
Berlin

:
M
ori-Ô

gai-

G
edenkstätte,2005,S71.

（
35
）
拙
稿
「
明
治
日
本
に
お
け
る
ド
イ
ツ
法
研
究
の
先
駆
者
た
ち
―
―
「
日
本
人
ド
ク
ト
ル
・
ユ
ー
リ
ス
」
の
存
在
と
役
割
―
―
」（『
法
学

政
治
学
論
究
』
一
一
九
号
、
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
内
『
法
学
政
治
学
論
究
』
刊
行
会
、
二
〇
一
八
年
）、
二
四
八
―
二
四

神戸寅次郎のドイツ留学と法学通論講義

133



九
頁
。

（
36
）Torajiro

K
am
be,D

ie
offene

H
andelsgesellschaftnach

japanischem
R
echte,H

alle,1902,Lebenslauf.
（
37
）
穂
積
重
行
『
明
治
一
法
学
者
の
出
発
―
―
穂
積
陳
重
を
め
ぐ
っ
て
―
―
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
、
二
七
四
頁
以
下
。

（
38
）
穂
積
陳
重
『
続
法
窓
夜
話
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
年
、
一
四
八
頁
。

（
39
）
石
部
雅
亮
「
啓
蒙
期
自
然
法
学
か
ら
歴
史
法
学
へ
―
―
一
八
世
紀
ド
イ
ツ
の
法
学
教
育
の
改
革
と
の
関
連
に
お
い
て
―
―
」（
河
内
宏
、

大
久
保
憲
章
、
采
女
博
文
、
児
玉
寛
、
川
角
由
和
、
田
中
教
雄
編
『
市
民
法
学
の
歴
史
的
・
思
想
的
展
開：

原
島
重
義
先
生
傘
寿
』
信
山

社
、
二
〇
〇
六
年
）、
一
六
〇
―
一
六
一
頁
。
お
よ
び
、
高
橋
直
人
「
近
代
ド
イ
ツ
の
法
学
教
育
と
�
学
び
の
プ
ラ
ン
（Studienplan

）�

―
―
刑
事
法
史
研
究
と
の
関
連
を
意
識
し
つ
つ
―
―
」（『
立
命
館
法
学
』
三
三
一
号
、
二
〇
一
〇
年
）、
六
一
頁
。

（
40
）
石
部
同
前
書
、
一
九
三
頁
。

（
41
）V

erzeichnis
der
V
orlesungen,

SS
1901,

S.3.
https://w

w
w
.digi-hub.de/view

er/im
age/D

E-11-001808536/1/

二
〇
一
九
年
一
一

月
一
日
閲
覧
。

（
42
）K

ahl

の
専
攻
は
主
と
し
て
教
会
法
や
国
法
学
で
あ
り
、
同
リ
ス
ト
に
よ
れ
ば
一
九
〇
二
年
夏
学
期
に
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
担
当
し
た
科

目
は
他
に
「
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
会
法
」、「
教
会
法
と
婚
姻
法
」、「
ド
イ
ツ
帝
国
お
よ
び
ラ
ン
ト
法
、
と
く
に
プ
ロ
イ

セ
ン
法
に
つ
い
て
」
で
あ
る
。

（
43
）
一
九
世
紀
前
半
の
ボ
ン
大
学
に
お
い
て
、
法
学
を
体
系
的
に
秩
序
付
け
る
エ
ン
ツ
ィ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
を
こ
れ
か
ら
法
学
を
学
ぶ
も
の
へ
の

入
門
科
目
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
法
学
を
一
通
り
学
び
終
え
た
学
生
も
知
識
を
体
系
的
に
統
合
す
る
点
で
有
効
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

は
想
定
さ
れ
て
い
た
。
高
橋
前
掲
書
、
七
一
頁
。

（
44
）
神
戸
寅
次
郎
「
独
逸
大
学
概
況
」（『
慶
應
義
塾
学
報
』
第
六
二
号
、
一
九
〇
三
年
）、
三
四
―
四
二
頁
。

（
45
）
「
動
静
」（『
慶
應
義
塾
学
報
』
第
五
五
号
、
一
九
〇
二
年
、
八
三
頁
お
よ
び
同
第
五
六
号
、
一
九
〇
二
年
、
八
八
頁
）。

（
46
）
神
戸
前
掲
書
「
教
授
と
し
て
の
ウ
ィ
グ
モ
ア
博
士
」
二
一
頁
。
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（
47
）
「
神
戸
寅
次
郎
氏
」（『
慶
應
義
塾
学
報
』
第
五
九
号
、
一
九
〇
二
年
）、
九
九
―
一
〇
〇
頁
。

（
48
）
学
制
改
正
に
伴
い
、
名
称
も
一
時
的
に
「
普
通
学
科
」、「
大
学
科
」
と
な
る
が
、
翌
年
の
明
治
三
二
年
七
月
に
は
再
び
「
普
通
部
」、

「
大
学
部
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。『
慶
應
義
塾
百
年
史

中
巻
（
前
）』
二
六
九
頁
。

（
49
）
同
前
書
、
二
六
二
―
二
六
八
頁
。

（
50
）
「
慶
應
義
塾
改
正
規
則
摘
要
」（『
慶
應
義
塾
学
報
』
第
二
号
、
一
八
九
八
年
）、
六
九
―
七
三
頁
。

（
51
）
手
塚
前
掲
書
、
二
一
〇
頁
。
な
お
、
門
野
の
学
制
改
革
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
経
済
原
理
、
経
済
学
史
、
統
計
学
な
ど
理
財
科
に
設

置
さ
れ
て
い
た
科
目
が
必
修
科
と
さ
れ
、
法
律
学
科
目
は
法
律
原
理
と
憲
法
の
他
は
、
す
べ
て
選
択
科
と
さ
れ
た
。
義
塾
経
営
上
、
理
財

科
に
比
し
て
学
生
数
が
少
な
か
っ
た
法
律
科
、
文
学
科
、
政
治
科
を
実
質
的
に
廃
止
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
同
書
、
二
一
〇

―
二
一
二
頁
。

（
52
）
門
野
幾
之
進
「
慶
應
義
塾
の
学
制
改
革
」（『
慶
應
義
塾
学
報
』
第
二
〇
号
、
一
八
九
九
年
）、
二
―
四
頁
。

（
53
）
明
治
三
三
年
度
の
学
事
報
告
で
は
、
大
学
部
受
持
講
師
姓
名
に
つ
い
て
は
各
学
科
ご
と
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
例
え
ば
、
国
際
私
法
を

担
当
し
た
中
村
進
午
が
理
財
学
科
、
法
律
学
科
、
政
治
学
科
そ
れ
ぞ
れ
に
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
学
科
を
跨
い
で
同
人
物
に
よ

る
同
名
科
目
が
開
講
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
複
数
確
認
で
き
る
。
ま
た
同
年
度
の
第
五
学
年
の
学
年
末
現
在
人
員
数
は
、
文
学
科
三
名
、

理
財
学
科
二
四
名
、
法
律
学
科
八
名
、
政
治
学
科
四
人
と
い
う
規
模
で
あ
っ
た
。「
明
治
三
十
三
年
度
学
事
報
告
概
要
」（『
慶
應
義
塾
学

報
』
第
四
五
号
、
一
九
〇
一
年
）、
附
録
二
―
四
頁
。

（
54
）
「
義
塾
大
学
学
課
改
正
の
理
由
」（『
慶
應
義
塾
学
報
』
第
六
五
号
、
一
九
〇
三
年
）、
六
七
―
六
八
頁
。

（
55
）
『
法
令
全
書

明
治
三
十
六
年
』
内
閣
官
報
局
、
七
三
―
七
五
頁
。
以
下
条
文
の
典
拠
も
同
書
に
よ
る
。

（
56
）
『
慶
應
義
塾
百
年
史

中
巻
（
前
）』
三
二
四
―
三
二
六
頁
。

（
57
）
天
野
郁
夫
『
近
代
日
本
高
等
教
育
研
究
』
玉
川
大
学
出
版
部
、
一
九
八
九
年
、
二
〇
五
頁
以
下
。

（
58
）
「
明
治
三
十
六
年
慶
應
義
塾
学
事
報
告
」（『
慶
應
義
塾
学
報
』
第
七
八
号
、
一
九
〇
四
年
）、
一
〇
二
頁
。
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（
59
）
『
慶
應
義
塾
便
覧
』
に
お
け
る
大
学
部
の
説
明
に
は
「
大
学
部
各
科
を
卒
業
し
た
る
者
は
慶
應
義
塾
大
学
文
学
士
、
同
理
財
学
士
、
同

法
律
学
士
、
同
政
治
学
士
或
は
単
に
文
学
士
、
理
財
学
士
、
法
律
学
士
、
政
治
学
士
と
称
す
る
を
得
」
と
あ
り
、
卒
業
者
へ
と
付
さ
れ
る

称
号
も
定
め
ら
れ
て
い
た
。『
慶
應
義
塾
便
覧
』
慶
應
義
塾
学
報
発
行
所
、
一
九
〇
三
年
、
七
頁
。

（
60
）
『
官
報
』
一
九
〇
四
年
一
月
九
日
付
。

（
61
）
岩
谷
前
掲
論
書
「
ウ
ィ
グ
モ
ア
の
法
律
学
校
」
一
八
三
頁
、
註
5
参
照
。

（
62
）
官
学
に
お
い
て
法
学
通
論
は
大
学
予
科
に
相
当
す
る
高
等
学
校
に
設
置
さ
れ
た
科
目
で
あ
り
、
明
治
二
〇
年
一
月
の
帝
国
大
学
学
課
改

正
案
に
際
し
て
、
文
部
大
臣
森
有
礼
は
「
今
一
年
級
ニ
於
テ
法
学
専
門
ノ
各
科
ヲ
授
ク
ル
ニ
、
学
生
ヲ
シ
テ
予
メ
法
学
普
通
ノ
思
想
ヲ
有

セ
シ
ム
ル
コ
ト
必
要
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
法
学
通
論
ヲ
高
等
中
学
校
ニ
移
シ
、
法
科
大
学
入
学
前
ニ
在
テ
法
学
普
通
ノ
思
想
ヲ
得
セ
シ
メ
ン
ト

ス
」
と
大
学
か
ら
法
学
通
論
を
移
す
理
由
を
説
明
し
て
い
る
。
中
野
実
「
帝
国
大
学
創
設
期
に
関
す
る
史
料
と
文
相
森
有
礼
―
―
『
帝
国

大
学
体
制
』
の
形
成
に
関
す
る
試
論
的
考
察
―
―
」（『
教
育
学
研
究
』
第
六
六
巻
二
号
、
一
九
九
九
年
）、
三
五
頁
。

（
63
）
「
慶
應
義
塾
改
正
規
則
摘
要
」（『
慶
應
義
塾
学
報
』
第
二
号
、
一
八
九
八
年
）、
六
九
―
七
四
頁
。

（
64
）H

enry
T.Terry,The

Firstprinciples
oflaw

,9ed.m
aruzen,1909,p.i.

（
65
）
『
東
京
大
学
法
理
文
学
部
一
覧
略

明
治
十
一
年
』
一
八
七
八
年
、
二
頁
。

（
66
）
テ
リ
ー
（H

enry
Taylor

Terry,
1847

―1936
）
は
一
八
六
九
年
イ
ェ
ー
ル
大
学
卒
業
後
、
七
二
年
弁
護
士
を
開
業
、
七
六
年
来
日
し
、

開
成
学
校
、
東
京
大
学
で
法
律
学
を
教
授
し
た
後
、
八
四
年
帰
国
、
九
四
年
再
来
日
し
一
九
一
二
年
の
帰
国
ま
で
主
と
し
て
東
京
帝
国
大

学
に
お
い
て
英
米
法
教
育
に
携
わ
っ
た
。
慶
應
義
塾
編
・
発
行
『
慶
應
義
塾
百
年
史

別
巻
（
大
学
編
）』、
四
三
九
頁
、
慶
應
義
塾
一
五

〇
年
史
資
料
集
編
集
委
員
会
編
『
慶
應
義
塾
150
年
史
資
料
集
2
』
慶
應
義
塾
、
二
〇
一
六
年
、
一
二
六
四
―
一
二
六
五
頁
。
テ
リ
ー
の
学

風
は
英
法
の
オ
ー
ス
チ
ン
、
メ
イ
ン
に
連
な
る
分
析
的
、
歴
史
的
な
も
の
で
、
反
自
然
法
の
立
場
を
と
っ
て
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い

る
。「
高
柳
賢
三
先
生
に
き
く
（
一
）
―
―
日
本
に
お
け
る
英
米
法
研
究
の
足
跡
を
た
ど
る
―
―
」（『
書
斎
の
窓
』
九
七
号
、
有
斐
閣
、

一
九
六
二
年
）、
三
―
四
頁
。
ま
た
、
テ
リ
ー
の
著
書
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
・
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ス
」
が
高
等
学
校
の
教
科
書
と
し
て
長
年
使
用
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さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
高
柳
賢
三
「
ヘ
ン
リ
・
Ｔ
・
テ
リ
イ
先
生
の
追
想
」（『
米
英
の
法
律
思
潮
』
海
口
書
店
、
一
九
四
八
年
）、
三

一
六
―
三
一
七
頁
。

（
67
）
以
下
、『
慶
應
義
塾
社
中
之
約
束
』（
慶
應
義
塾
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
資
料
2
、
慶
應
義
塾
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
六
年
）
を
参

照
。

（
68
）
前
掲
『
慶
應
義
塾
150
年
史
資
料
集
2
』
一
二
六
四
―
一
二
六
五
頁
。
ま
た
、
テ
リ
ー
の
辞
任
時
期
に
つ
い
て
は
、「
評
議
員
会
議
事
録
」

に
記
さ
れ
る
契
約
の
記
録
よ
り
、
明
治
三
〇
年
一
月
と
さ
れ
て
い
る
が
、
明
治
三
一
年
六
月
に
公
表
さ
れ
た
「
慶
應
義
塾
大
学
部
現
任
講

師
及
其
受
持
課
目
」
と
い
う
一
覧
に
お
い
て
私
犯
法
、
衡
平
法
、
英
米
法
総
論
を
担
当
し
て
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。「
塾
報
」（『
慶

應
義
塾
学
報
』
第
四
号
、
一
八
九
八
年
）、
七
六
頁
。
こ
の
一
覧
は
、「
同
科
憲
法
講
師
織
田
一
氏
は
農
商
務
大
臣
秘
書
官
を
奉
職
せ
ら
れ

マ
マ

事
務
多
忙
の
為
め
憲
法
教
授
を
辞
し
た
る
に
付
き
目
下
大
学
院
に
あ
り
て
憲
法
専
攻
中
傍
ら
衆
議
院
に
奉
職
せ
る
添
島
義
一
氏
に
同
科
講

師
を
嘱
托
し
た
り
」
と
の
結
果
が
反
映
さ
れ
て
お
り
、
織
田
の
農
商
務
大
臣
秘
書
官
任
命
の
時
期
（
明
治
三
一
年
五
月
九
日
）
を
考
慮
し

て
少
な
く
と
も
明
治
三
一
年
時
点
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
織
田
の
農
商
務
大
臣
任
命
に
つ
い
て
は
「
農
商
務
書
記
官
織
田
一
任

官
ノ
件
」（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
任
免
裁
可
書
・
明
治
三
十
一
年
・
任
免
巻
九
』）
参
照
。

（
69
）
『
慶
應
義
塾
規
則
総
覧
』（
明
治
三
二
年
）（『
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
福
沢
関
係
文
書
』
雄
松
堂
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
番
号K

8/A
01/

01

）。

（
70
）
『
慶
應
義
塾
規
則
総
覧
』（
明
治
三
三
年
）（『
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
福
沢
関
係
文
書
』
雄
松
堂
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
番
号K

8/A
02/

01

）。

（
71
）
「
動
静
」（『
慶
應
義
塾
学
報
』
第
三
二
号
、
一
九
〇
〇
年
）、
八
三
頁
。
な
お
「
阿
部
氏
」
と
は
同
動
静
欄
に
お
い
て
義
塾
教
師
か
ら
明

治
生
命
保
険
会
社
へ
転
勤
し
た
と
さ
れ
る
阿
部
文
一
郎
の
こ
と
で
あ
る
。

（
72
）
『
自
明
治
廿
八
年
八
月
至
明
治
三
十
三
年
四
月

慶
應
義
塾
学
事
及
会
計
報
告
』
二
〇
頁
。
な
お
、
慶
應
義
塾
留
学
生
と
な
っ
た
青
木

徹
二
も
同
時
期
の
大
学
部
法
律
科
卒
業
生
で
あ
る
。
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（
73
）
中
島
多
嘉
吉
は
明
治
三
四
年
に
京
釜
鉄
道
会
社
勤
務
と
な
る
。「
動
静
」（『
慶
應
義
塾
学
報
』
第
四
二
号
、
一
九
〇
一
年
）、
九
七
頁
。

（
74
）
不
破
保
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
ま
と
ま
っ
た
研
究
等
は
乏
し
く
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
明
治
三
〇
年
代
か
ら
大
正

期
に
か
け
て
英
語
教
師
と
し
て
活
動
し
て
い
た
不
破
保
な
る
人
物
が
随
所
に
散
見
さ
れ
る
。
以
下
列
挙
す
れ
ば
、
明
治
三
五
年
九
月
以
降

同
三
六
年
に
か
け
て
早
稲
田
大
学
で
英
語
（
作
文
、
文
法
、
会
話
）
を
担
当
（
早
稲
田
大
学
大
学
史
編
集
所
編
『
早
稲
田
大
学
百
年
史

第
二
巻
』
早
稲
田
大
学
、
一
九
八
一
年
、
一
二
〇
一
頁
）。
私
立
立
教
学
院
立
教
中
学
校
に
お
い
て
英
語
教
員
（
中
等
教
科
書
協
会
編
・

発
行
『
中
等
教
育
諸
学
校
職
員
録
』
明
治
三
七
年
度
版
、
一
九
〇
四
年
、
四
三
頁
）。
明
治
三
七
年
五
月
二
五
日
付
で
長
崎
県
立
五
島
中

学
校
教
諭
に
任
命
（「
長
崎
県
立
五
島
中
学
校
教
諭
不
破
保
以
下
九
名
任
命
ノ
件
」
国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
任
免
裁
可
書
・
明
治
三
十
七

年
・
任
免
巻
十
二
』）。
明
治
三
八
年
九
月
一
二
日
か
ら
大
正
二
年
八
月
一
四
日
ま
で
長
崎
高
等
商
業
学
校
で
英
語
教
授
（
長
崎
高
等
商
業

学
校
編
・
発
行
『
長
崎
高
等
商
業
学
校
三
十
年
史
』
一
九
三
五
年
、
四
〇
二
頁
）。
大
正
二
年
一
一
月
一
八
日
か
ら
同
三
年
一
一
月
ま
で

慶
應
義
塾
商
業
学
校
に
お
け
る
英
語
教
員
（『
慶
應
義
塾
150
年
史
資
料
集
2
』
九
七
〇
頁
）。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
て
い
た
記
録
も

あ
り
、
ハ
ワ
ー
ド
大
学
の
一
八
九
六
年
か
ら
九
七
年
の
カ
タ
ロ
グ
に
は
、
法
学
部
と
予
科
の
学
生
一
覧
に
「Fuw

a,Tam
asu…

K
uram

i,

Japan

」
と
あ
る
（“1896

―97
:
C
atalog

of
the
O
fficers

and
Students

of
H
ow
ard
U
niversity”

（1896

）.H
ow
ard
U
niversity

C
ata-

logs.14.pp.60

―65,https://dh.how
ard.edu/hucatalogs/14

二
〇
一
九
年
一
一
月
一
日
閲
覧
）。
加
え
て
、
不
破
保
に
よ
る
英
語
教
科
書

も
出
版
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
「
余
ガ
電
気
通
信
技
術
伝
習
所
及
中
学
校
等
ノ
生
徒
ニ
教
授
ス
ル
ノ
際
実
用
ト
簡
易
ト
ヲ
主
ト
シ
生
徒
ノ

脳
力
ニ
準
シ
テ
日
々
起
稿
シ
之
ヲ
実
験
シ
タ
ル
草
稿
ヲ
材
料
ト
シ
テ
稿
ヲ
ナ
シ
タ
ル
モ
ノ
」
と
さ
れ
る
（Tam

otsu
Fuw
a,
Everyday

English,
K
obunsha,

1900,
p.ii

）。
明
治
三
四
年
義
塾
主
宰
の
懸
賞
英
語
演
説
会
の
審
査
委
員
と
し
て
参
列
し
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
お
り

（『
慶
應
義
塾
百
年
史

中
巻
（
前
）』
一
六
六
頁
）、
総
じ
て
こ
れ
ら
の
特
に
英
語
に
通
じ
て
い
た
不
破
保
な
る
人
物
が
同
一
人
物
で
あ
る

こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
不
破
の
「
法
律
原
論
」
講
義
に
使
用
さ
れ
た
「
ゾ
ー
ム

羅
馬
法
」
は
原
著
の
ド
イ
ツ
語
版
で
は
な

く
、Jam

es
C
raw
ford

Ledlie

に
よ
っ
て
英
訳
さ
れ
た
も
の
（R

udolph
Sohm

,The
institutes

ofRom
an
law

�
translated

（from
the

fourth
edition

of
the
G
erm
an

）by
Jam
es
C
raw
ford

Ledlie
�
w
ith
an
introductory

essay
by
Erw
in
G
rueber,O

xford,1892

）
で
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あ
る
と
思
わ
れ
る
。
同
書
は
明
治
三
二
年
七
條
愷
に
よ
っ
て
発
行
、
林
平
次
郎
に
よ
り
発
売
さ
れ
た
複
写
版
が
存
在
し
て
お
り
、
教
科
書

と
し
て
入
手
し
や
す
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
現
在
慶
應
義
塾
図
書
館
に
お
い
て
も
複
数
冊
の
所
蔵
が
確
認
で
き
る
。

（
75
）
法
律
原
論
と
し
て
教
授
さ
れ
た
法
学
は
、
英
法
か
ら
ロ
ー
マ
法
へ
の
転
換
を
見
せ
る
が
、
明
治
二
二
年
に
は
既
に
ロ
ー
マ
法
を
講
ず
る

必
要
に
つ
い
て
穂
積
陳
重
が
「
立
法
上
の
必
要
」
と
「
法
学
上
の
必
要
」
か
ら
説
い
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
後
者
に
つ
い

て
穂
積
は
「
其
用
語
は
甚
だ
厳
正
に
し
て
、
其
編
纂
布
置
も
甚
だ
整
へ
り
。
且
つ
原
則
に
富
め
ど
も
実
用
に
も
迂
な
る
に
非
ず
。
故
に
分

析
法
理
学
に
取
り
て
は
、
甚
だ
貴
重
な
る
材
料
な
り
」、「
羅
馬
法
は
近
世
文
明
諸
国
法
律
の
基
礎
な
る
を
以
て
、
一
旦
之
を
学
び
た
る
後

は
容
易
く
諸
国
の
法
を
学
ぶ
こ
と
を
得
べ
し
。
然
ら
ば
羅
馬
法
は
比
較
法
学
に
は
貴
重
な
る
材
料
な
り
」、「
羅
馬
法
は
其
発
生
よ
り
し
て

発
達
に
至
る
ま
で
一
大
期
あ
り
。
故
に
歴
史
法
学
を
研
究
す
る
に
は
他
に
無
類
の
材
料
と
云
ふ
」、「
羅
馬
法
は
国
際
法
の
材
料
と
な
り
た

る
も
の
な
る
を
以
て
、
国
際
法
を
修
む
る
者
に
も
貴
重
な
る
参
考
と
な
せ
る
な
り
」
と
各
種
法
学
の
た
め
の
素
材
と
し
て
重
要
で
あ
る
こ

と
を
主
張
す
る
。
穂
積
陳
重
「
羅
馬
法
を
講
ず
る
の
必
要
」（
穂
積
重
遠
編
『
穂
積
陳
重
遺
文
集

第
二
冊
』
岩
波
書
店
、
一
九
三
二

年
）、
九
七
―
九
八
頁
。
ま
た
、
穂
積
自
身
の
ロ
ー
マ
法
講
義
に
つ
い
て
は
吉
原
達
也
「
穂
積
陳
重
の
ロ
ー
マ
法
講
義
に
つ
い
て
」（『
日

本
法
学
』
第
八
四
巻
第
一
号
、
二
〇
一
八
年
）、
一
頁
以
下
、
近
代
日
本
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
講
義
の
推
移
に
つ
い
て
は
矢
田
一
男
「
明

治
時
代
の
ロ
ー
マ
法
教
育
（
一
）、（
二
）」（『
法
学
新
報
』
四
四
巻
三
・
四
号
、
一
九
三
四
年
）、
と
り
わ
け
英
法
系
の
法
律
学
校
で
あ
っ

た
英
吉
利
法
律
学
校
（
後
の
中
央
大
学
）
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
講
義
の
導
入
に
つ
い
て
は
森
光
「
英
吉
利
法
律
学
校
の
羅
馬
法
講
義
」

（『
中
央
大
学
史
紀
要
』
二
〇
一
〇
年
、
第
一
五
号
）、
四
一
頁
以
下
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
76
）
「
静
動
」（『
慶
應
義
塾
学
報
』
第
四
五
号
、
一
九
〇
一
年
）、
八
四
頁
。

（
77
）
松
寺
竹
雄
は
金
沢
藩
士
戸
水
信
義
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
、
明
治
三
年
に
松
寺
敦
行
の
養
子
と
な
っ
て
お
り
、
東
京
帝
国
大
学
で
「
羅

馬
法
」
を
講
じ
て
い
た
戸
水
寛
人
は
兄
に
あ
た
る
。（
人
事
興
信
所
編
『
人
事
興
信
録
』
第
八
版
、
一
九
二
八
年
、
マ
一
〇
六
頁
）。

（
78
）
「
塾
報
」（『
慶
應
義
塾
学
報
』
第
四
六
号
、
一
九
〇
一
年
）、
九
一
頁
。

（
79
）
青
木
徹
二
の
「
法
学
通
論
」
に
つ
い
て
は
現
在
講
義
ノ
ー
ト
等
は
見
つ
か
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
内
容
は
未
詳
で
あ
る
。
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（
80
）
『
慶
應
義
塾
便
覧
』
慶
應
義
塾
学
報
発
行
所
、
一
九
〇
三
年
、
三
三
頁
。

（
81
）
『
慶
應
義
塾
規
則
摘
要
』（
明
治
三
八
年
）（『
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
福
沢
関
係
文
書
』、
雄
松
堂
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
番
号K

8/B08/

01

）。

（
82
）
明
治
四
〇
年
度
に
限
り
、
大
学
部
法
律
科
で
国
際
法
を
講
じ
て
い
た
中
村
進
午
も
「
法
学
通
論
」
を
担
当
し
た
。
中
村
の
「
法
学
通

論
」
は
、
早
稲
田
大
学
に
お
い
て
講
じ
ら
れ
た
テ
キ
ス
ト
に
よ
り
そ
の
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
村
進
午
『
法
学
通
論
』
早

稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
〇
六
年
、
参
照
。

（
83
）
『
慶
應
義
塾
規
則
摘
要
』（『
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
福
沢
関
係
文
書
』
雄
松
堂
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
番
号K

8/B05/01

）。
当
資
料
は

文
学
科
が
休
業
さ
れ
て
い
た
時
期
の
も
の
で
あ
り
、
明
治
三
五
、
六
年
頃
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

（
84
）
前
掲
『
慶
應
義
塾
規
則
摘
要
』（
明
治
三
八
年
）。

（
85
）
穂
積
陳
重
『
法
窓
夜
話
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
年
、
一
七
二
頁
。

（
86
）
内
田
貴
『
法
学
の
誕
生：

近
代
日
本
に
と
っ
て
「
法
」
と
は
何
で
あ
っ
た
か
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
八
年
、
一
六
六
頁
。

（
87
）
小
泉
信
三
に
つ
い
て
は
、
近
年
の
も
の
と
し
て
小
川
原
正
道
『
小
泉
信
三
―
―
天
皇
の
師
と
し
て
、
自
由
主
義
者
と
し
て
』
中
央
公
論

新
社
、
二
〇
一
八
年
が
あ
る
。

（
88
）
小
泉
筆
記
の
ノ
ー
ト
に
つ
い
て
は
池
田
幸
弘
「
小
泉
信
三
の
筆
記
ノ
ー
ト
―
―
堀
江
帰
一
「
財
政
学
」
筆
記
ノ
ー
ト
を
中
心
に
―
―
」

（『
近
代
日
本
研
究
』
第
三
三
巻
、
慶
應
義
塾
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
七
年
）、
一
六
頁
も
参
照
さ
れ
た
い
。
本
稿
で
対
象
と
す
る

神
戸
寅
次
郎
の
「
法
学
通
論
」
講
義
ノ
ー
ト
は
、
堀
江
帰
一
「
財
政
学
」
筆
記
ノ
ー
ト
な
ど
と
と
も
に
、
昭
和
四
九
年
に
小
泉
家
よ
り
寄

贈
さ
れ
、
現
在
は
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
が
所
蔵
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
89
）
こ
の
時
間
割
に
よ
れ
ば
、「
法
学
通
論
」
講
義
は
月
曜
日
五
限
、
火
曜
日
四
限
、
水
曜
日
三
限
の
週
三
時
間
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な

る
。

（
90
）
内
池
慶
四
郎
「
神
戸
寅
次
郎
先
生
講
述
民
法
講
義
ノ
ー
ト
に
つ
い
て
」（
津
田
・
内
池
編
前
掲
書
）、
四
三
二
頁
。
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（
91
）
「
法
学
通
論
」
筆
記
ノ
ー
ト
（
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
所
蔵
）、
一
五
頁
。

（
92
）
神
吉
創
二
『
伝
記

小
泉
信
三
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
、
二
四
頁
。

（
93
）
例
え
ば
、
明
治
四
〇
年
に
明
治
大
学
よ
り
出
版
さ
れ
た
岸
本
辰
雄
の
『
法
学
通
論
』
に
お
い
て
は
各
論
部
分
が
憲
法
、
行
政
法
、
刑

法
、
民
法
、
商
法
、
訴
訟
法
、
国
際
法
と
い
う
構
成
で
あ
る
。
岸
本
辰
雄
『
法
学
通
論

完
』
明
治
大
学
出
版
部
、
一
九
〇
七
年
、
目
次

一
―
一
二
頁
。

（
94
）
「
法
学
通
論
」
筆
記
ノ
ー
ト
、
一
頁
。
以
下
、
ノ
ー
ト
の
引
用
は
、
適
宜
句
読
点
を
補
っ
た
。

（
95
）
森
征
一
・
岩
谷
十
郎
監
修
、
法
文
化
研
究
会
編
「
帝
大
生
・
安
達
峰
一
郎
の
「
法
学
」
ノ
ー
ト
―
―
『
法
律
講
義
案
集
』
の
伝
え
る
明

治
中
期
法
学
教
育
―
―
」（『
法
学
研
究
』
七
三
巻
一
〇
号
、
二
〇
〇
〇
年
）、
九
三
頁
。

（
96
）
私
立
法
律
学
校
特
別
監
督
条
規
の
第
二
条
は
「
帝
国
大
学
総
長
ノ
監
督
ニ
属
ス
ヘ
キ
私
立
法
律
学
校
ハ
必
要
ノ
普
通
学
科
ヲ
修
メ
タ
ル

者
ヲ
シ
テ
入
学
セ
シ
メ
三
年
以
上
ノ
課
程
ヲ
以
テ
左
ノ
科
ノ
一
ヲ
教
授
ス
ル
モ
ノ
タ
ル
ヘ
シ
」
と
し
、「
仏
蘭
西
法
律
科
」「
英
吉
利
法
律

科
」「
独
逸
法
律
科
」
の
三
つ
の
科
に
お
け
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
示
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
第
一
年
に
は
「
法
学
通
論
」
が
指
定
さ
れ
る
。

「
私
立
法
律
学
校
特
別
監
督
条
規
ヲ
定
ム
」（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
公
文
類
聚
・
第
十
一
編
・
明
治
二
十
年
・
第
二
十
七
巻
・
学
政
門

一
・
学
政
総
・
校
舎
一
』）。

（
97
）
出
口
雄
一
「
六
法
的
思
考
―
―
法
学
部
教
育
の
歴
史
か
ら
―
―
」（
桐
蔭
法
学
研
究
会
編
『
法
の
基
層
と
展
開
―
―
法
学
部
教
育
の
可

能
性
―
―
』
信
山
社
、
二
〇
一
四
年
）、
三
三
八
―
三
四
一
頁
。

（
98
）
「
法
学
通
論
」
筆
記
ノ
ー
ト
、
五
頁
。

（
99
）
「
法
学
通
論
」
筆
記
ノ
ー
ト
、
三
三
頁
。

（
100
）
鈴
木
喜
三
郎
『
法
学
通
論

完
』
東
京
専
門
学
校
出
版
部
、
一
九
〇
〇
年
、
四
六
頁
。

（
101
）
近
代
日
本
に
お
け
る
法
解
釈
学
の
展
開
、
と
り
わ
け
江
木
衷
の
「
法
律
解
釈
学
」
に
つ
い
て
は
、
熊
谷
開
作
「
日
本
に
お
け
る
法
解
釈

学
の
一
つ
の
主
源
流
」（『
恒
藤
先
生
古
稀
祝
賀
記
念

法
解
釈
の
理
論
』
有
斐
閣
、
一
九
六
〇
年
）、
一
頁
以
下
も
参
照
。
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（
102
）
「
法
学
通
論
」
筆
記
ノ
ー
ト
、
二
三
頁
。

（
103
）
北
居
功
「
神
戸
同
時
履
行
論
再
考
―
―
神
戸
寅
次
郎
の
解
釈
理
論
と
そ
の
時
代
へ
の
蘇
生
」（
安
西
敏
三
、
岩
谷
十
郎
、
森
征
一
編

『
福
沢
諭
吉
の
法
思
想
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
）、
三
〇
五
頁
。

（
104
）
神
戸
寅
次
郎
口
演
、
泉
泰
三
筆
記
「
外
国
法
律
の
研
究
」（『
三
田
評
論
』
第
三
一
号
、
三
田
評
論
社
、
一
九
〇
三
年
）、
二
四
―
三
〇

頁
。

（
105
）
北
川
善
太
郎
『
日
本
法
学
の
歴
史
と
理
論
』
日
本
評
論
社
、
一
九
六
八
年
、
二
四
頁
以
下
参
照
。

（
106
）
以
上
、
神
戸
前
掲
「
外
国
法
律
の
研
究
」
三
〇
頁
。

（
107
）
「
法
学
通
論
」
筆
記
ノ
ー
ト
、
三
四
―
三
五
頁
。

（
108
）
津
田
利
治
筆
記
「
神
戸
先
生
「
民
法
総
論
講
義
」」（
津
田
・
内
池
編
前
掲
書
）、
二
四
頁
。

（
109
）
高
田
晴
仁
「
法
と
刀
」（「
私
に
と
っ
て
の
福
沢
諭
吉
（
五
）」『
福
沢
手
帖
』
一
四
九
号
、
福
沢
諭
吉
協
会
、
二
〇
一
一
年
）、
二
一
頁
。

（
110
）
福
沢
諭
吉
「
英
吉
利
法
律
学
校
開
校
式
の
演
説
」（『
時
事
新
報
』
一
七
一
四
号
、
明
治
一
八
年
九
月
二
二
日
付
）。
同
演
説
の
口
語
筆

記
の
文
体
の
も
の
が
『
福
沢
諭
吉
著
作
集
・
第
5
巻
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
、
三
六
三
―
三
六
九
頁
に
所
収
さ
れ
て
い

る
。

（
111
）
岩
谷
十
郎
「
慶
應
義
塾
の
法
律
学
と
法
律
家
―
―
大
学
部
法
律
科
創
設
の
頃
―
―
」（『
慶
應
法
学
』
三
二
号
、
二
〇
一
五
年
）、
一
一

頁
以
下
。

（
112
）
「
法
律
と
時
勢
」（『
慶
應
義
塾
学
報
』
第
八
号
、
一
八
九
八
年
）、
一
頁
以
下
。

（
113
）
神
戸
寅
次
郎
「
福
沢
先
生
の
法
律
に
就
い
て
の
演
説
」（『
法
学
会
誌
』
第
一
〇
号
、
慶
應
義
塾
大
学
法
学
会
、
一
九
三
四
年
）、
二
頁
。
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